
２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

東 北 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実施

につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

関 東 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の都県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実

施につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

北 陸 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実施

につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

東 海 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実施

につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

近 畿 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の府県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実

施につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

中国四国農政局長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実施

につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

九 州 農 政 局 長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の実施

につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

内閣府沖縄総合事務局長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

なお、貴局管内の沖縄県知事に対しては、貴職から通知するとともに、本事業の

実施につき適切な御指導を願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

国土交通省北海道開発局長 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

以上、命により通知する。



２ 農 振 第 2 9 2 2 号

令和３年４月１日

北 海 道 知 事 殿

農 林 水 産 事 務 次 官

土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について

土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和31年８月13日付け31農地第3966号農林事務

次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知いただくと

ともに、本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮願いたい。

以上、命により通知する。



別 紙 

○ 土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）一部改正新旧対照表

（下線部は改正部分） 

改 正   後 改 正   前 

（通則） 

第１ 土地改良事業関係補助金（以下「補助金」という。）の交付については、土地改良法（昭和 24

年法律第 195 号）、土地改良法施行令（昭和 24 年政令第 295 号）、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下｢適正化法施行令」とい

う。）農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号。以下「交付規則」とい

う。）、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 12 年度予算に係る補助金等の

交付に関するものから地方農政局長に委任した件（平成 12 年６月 23 日農林水産省告示第 899

号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 12 年度予算に係る補助金等の

交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成 12 年６月 23 日農林水産省告示第 900

号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 13 年度予算に係る補助金等の

交付に関するものから北海道開発局長に委任した件（平成 13 年４月 13 日農林水産省告示第 538

号）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２ 補助金は、土地改良事業等による農業農村の整備等を目的とする。 

（交付の対象及び補助率） 

第３ 農林水産大臣（以下「大臣」という。）は、別記１の補助事業者の区分の欄に掲げる者（以下

「補助事業者」 という。）が行う別表に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を実施するた

めに必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」とい

う。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助対象経費の区分及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。 

（申請手続） 

第４ 交付規則第２条の大臣が別に定める申請書類に関する事項は、別記様式第１号による交付申請

書のとおりとし、補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書を別記１に掲げる補助事業者

の区分に応じた提出先に提出しなければならない。 

２  国土交通省北海道開発局長（以下「北海道開発局長」という。）は、補助事業者から交付申請

書の提出があったときは、速やかに大臣に提出するものとする。 

 ３ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金

に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号） に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） に規定する地方消費税率を乗じて得

第１ 農林水産大臣は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業等に要する経費に対し、予算

の範囲内において、補助事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、土地改良法

（昭和 24 年法律第 195 号）、土地改良法施行令（昭和 24 年政令第 295 号）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「法」という。）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下｢令」という。）農

林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号。以下「規則」という。）、予算

科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 12 年度予算に係る補助金等の交付に関す

るものから地方農政局長に委任した件（平成 12 年６月 23 日農林水産省告示第 899 号）及び予算

科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 12 年度予算に係る補助金等の交付に関す

るものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成 12 年６月 23 日農林水産省告示第 900 号）及び

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 13 年度予算に係る補助金等の交付に

関するものから北海道開発局長に委任した件（平成 13 年４月 13 日農林水産省告示第 538 号）の

定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（新設） 

第２ 第１に規定する土地改良事業等に要する経費は、別表の事業等の欄に掲げる事業又は事務に要

する経費とし、その事業等の区分、事業等又は補助対象事業の区分、採択基準等及び補助率は、

当該各欄に掲げるとおりとする。 

（新設） 

第３ 法第５条、令第３条及び規則第２条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第１号のとおり

とし、別記１に定める補助事業者の区分に応じた提出先に提出する。 

２  北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

３  補助事業者は、第１項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る

消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と
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た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明

らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金

に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでな

い。 

 

（交付申請書の提出期限） 

第５ 交付規則第２条の大臣が別に定める交付申請書の提出期限は、別記２に掲げる補助事業者の区

分に応じた決定者等（ただし、農林水産大臣の場合にあっては、農林水産省農村振興局長とす

る。）が別に通知する日までとする。 

 

（交付決定の通知） 

第６ 別記２に掲げる決定者等は、第４第１項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査

の上、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助事業者に対しその

旨を通知するものとする。 

２ 大臣は、第４第２項により交付申請書の提出があったときは、北海道開発局長を経由し補助事

業者にその旨を通知するものとする。 

 

３ 第４第１項の規定による交付申請書が到達してから当該申請に係る前２項の規定による交付決

定の通知を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、１月とする。 

 

（申請の取下げ） 

第７ 補助事業者は、第４第１項の規定による交付申請を取り下げようとするときは、第６第１項又

は第２項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して 15 日以内にその旨を記載した取下

書を別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先に提出しなければならない。 

２ 北海道開発局長は、補助事業者から取下書の提出があったときは、速やかに大臣に提出するも

のとする。 

 

（契約等） 

第８ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、補助事業を遂行するため、売買、

請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営

上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約に

よることができる。 

２ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、前項の契約をしようとする場合

は、当該契約に係る入札又は見積り合せ（以下「入札等」という。）に参加しようとする者に対

し、別記様式第２号による契約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求めることとし、当該

申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。 

３ 補助事業者（地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成

13 年政令第 54 号）第 1 条に規定する法人に限る。）は、補助事業の実施に当たっては、公共工

事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）にのっとり、経済性に配慮しつつ価

格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質

の確保に努めなければならない。 

 

 

の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかにな

った場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業主体に係る

部分については、この限りでない。 

 

 

第４ 規則第２条の農林水産大臣が別に定める交付申請書の提出期限は、別記２に定める補助事業者

の区分に応じた決定者等が別に通知する日までとする。 

 

 

 

第５ 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、第３第１項の規定による交付申請書の

提出があったときは、審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を

行い、補助事業者にその旨を通知するものとする。 

２ 農林水産大臣は、第３第２項による書類の提出を受けたときは、審査の上、補助金を交付すべ

きものと認めたときは速やかに交付決定を行い、北海道開発局長を経由し補助事業者にその旨を

通知するものとする。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（債権譲渡等の禁止） 

第９ 補助事業者は、第６第１項の規定による交付決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又

は一部を、大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

（計画変更、中止又は廃止の承認） 

第 10 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ別記様式第３号による変更

等承認申請書を別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先に提出し、別記２に掲げる補助

事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けなければならない。 

（１）補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、第 11 に規定する

軽微な変更を除き、補助金額の増額を伴う変更を含む。  

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、第 11 に規定する軽微な変更を除く。 

（３）（略） 

２ 補助事業者は、前項各号に定める場合のほか、補助金額の減額を伴う変更をしようとするとき

は、前項に準じて別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けることができ

る。  

３ 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、前２項の承認をする場合において、必

要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。 

４  北海道開発局長は、補助事業者から第１項又は第２項の変更等承認申請書の提出があったとき

は、速やかに大臣に提出するものとする。 

 

５ 大臣は、前項により変更等承認申請書の提出があったとき、第１項及び第２項の承認をする場

合においては、北海道開発局長を経由し補助事業者に通知するものとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽微な変更） 

第 11 交付規則第３条第１号イ及びロの大臣が別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 

 

１ 別表の事業等の欄に掲げる（１）、（２）、（８）、（９）、（10）、（11）及び（13）の事

業（ただし、（２）の事業のうち地理情報システム高度利用推進事業、（８）の事業のうち実施

計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）、草地畜産基盤整備事業、農村環境計画策定事

業、農業基盤整備促進事業及びスマート田んぼダム実証事業、（９）の事業のうち実施計画等策

 

（新設） 

 

 

 

第６ 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ別記様式第２号による変更

等承認申請書を別記１に定める補助事業者の区分に応じた提出先に提出し、別記２に定める補助

事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けなければならない。 

（１） 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、第９に規定す

る軽微な変更を除く。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、第９に規定する軽微な変更を除く。 

（３）（略） 

（新設） 

 

 

２ 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、前項の承認をする場合において、必要

に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。 

３ 北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

 

第７ 農林水産大臣は、第６第３項による書類の提出を受け、規則第３条第１号の規定により承認す

る場合、北海道開発局長を経由し補助事業者に通知するものとする。 

 

第８ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、補助事業の一部を他の者に実施さ

せる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、別記２に定める補助事

業者の区分に応じた決定者等に届け出なければならない。 

２ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、補助事業を遂行するため、売買、

請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。 ただし、補助事業の運

営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約

をすることができる。 

３ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、前項の契約をしようとする場合

は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」という。）に参加

しようとする者に対し、別記様式第３号による指名停止等に関する申立書の提出を求めることと

し、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。 

 

 

第９ 規則第３条第１号イ及びロの農林水産大臣が別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更とす

る。 

１ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（１）、（２）、（８）、（９）、（10）、（11）及

び（12）の事業（ただし、（２）の事業のうち地理情報システム高度利用推進事業、（８）の事

業のうち草地畜産基盤整備事業及び農村地域復興再生基盤総合整備実施計画、（９）の事業のう

ち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）、草地畜産基盤整備事業、農村環境計画策
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定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、（10）の事業のうち実施計画

策定事業（施設計画策定事業に限る。）、（11）の事業のうち実施計画等策定事業（計画策定事

業に限る。）並びに（13）の事業のうち計画策定等事業を除く。）に係るものにあっては、次に

掲げる変更以外の変更 

（１）都道府県が行う事業 

ア 地区における次に掲げる変更 

（ア）経費の配分の変更 

工事費各費目の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 1,500 万円以下の場合は

1,500 万円）を超える経費の増減。 

（イ）事業内容の変更 

ａ 工種別の事業量の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 1,500 万円以下の場合

は 1,500 万円）を超える増減 

ｂ・ｃ（略） 

（２）団体が行う事業 

ア・イ（略） 

ウ 地区ごとに次に掲げる事業内容の変更 

（ア）工種別の事業量の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 500 万円以下の場合は

500 万円）を超える増減 

（イ）（略） 

２ 別表の事業等の欄に掲げる（２）の事業のうち地理情報システム高度利用推進事業に係るもの

にあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略） 

３ 別表の事業等の欄に掲げる（３）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

 

（１）・（２）（略） 

４ 別表の事業等の欄に掲げる（４）及び（12）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更以

外の変更 

（１）（略） 

（２）地区ごとに次に掲げる変更 

ア 経費の配分の変更 

事業費の各費目の相互間の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 100 万円以下の場

合は 100 万円）を超える経費の額の増減 

イ 事業内容の変更 

a（略） 

b 費目の新設、変更又は廃止 

５ 別表の事業等の欄に掲げる（５）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

 

（１）・（２）（略） 

６ 別表の事業等の欄に掲げる（７）の事業に係るものにあっては、採択基準等の項の（１）から

（６）までの事業に要する経費（間接補助事業にあっては、当該間接補助事業に要する経費）の

それぞれの 30 パーセントを超える増減及び相互間の流用以外の変更 

７ 別表の事業等の欄に掲げる（８）の事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限

る。）及び農村環境計画策定事業、（９）の事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業

定事業、農業基盤整備促進事業及びスマート田んぼダム実証事業、（10）の事業のうち実施計画

等策定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、（11）の事業のうち実施

計画策定事業（施設計画策定事業に限る。）並びに（12）の事業のうち実施計画等策定事業（計

画策定事業に限る。）を除く。）に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）都道府県が行う事業 

ア 地区における次に掲げる変更 

（ア）経費の配分の変更 

工事費各費目の 30 パーセントを超える経費の増減。ただし、増減額が 400 万円以下の場合

を除く。 

（イ）事業内容の変更 

ａ 工種別の事業量の 30 パーセントを超える増減 

 

ｂ・ｃ（略） 

（２）団体が行う事業 

ア・イ（略） 

ウ 地区ごとに次に掲げる事業内容の変更 

（ア）工種別の事業量の 30 パーセントを超える増減 

 

（イ）（略） 

２ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（２）の事業のうち地理情報システム高度利用推進事

業に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略） 

３ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（３）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更

以外の変更 

（１）・（２）（略） 

４ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（４）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更

以外の変更 

（１）（略） 

（２）地区ごとに次に掲げる変更 

ア 経費の配分の変更 

事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の 30 パーセントを超える経費の額の増減 

 

イ 事業内容の変更 

a（略） 

b 費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止 

５ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（５）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更

以外の変更 

（１）・（２）（略） 

６ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（７）の事業に係るものにあっては、採択基準等の項

の（１）から（６）までの事業に要する経費（間接補助事業にあっては、当該間接補助事業に要

する経費）のそれぞれの 30 パーセントを超える増減及び相互間の流用以外の変更 

７ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（８）の事業のうち農村地域復興再生基盤総合整備実

施計画、（９）の事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農村環境計
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に限る。）及び農村環境計画策定事業、（10）の事業のうち実施計画策定事業（施設計画策定事

業に限る。）、（11）の事業のうち実施計画等策定事業（計画策定事業に限る。）並びに（13）

の事業のうち計画策定等に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）調査地域ごとに事業費の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 400 万円以下の場合

は 400 万円）を超える増減

（２）・（３）（略）

８ 別表の事業等の欄に掲げる（８）の事業のうち草地畜産基盤整備事業に係るものにあっては、

次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略）

９ 別表の事業等の欄に掲げる（８）の事業のうち農業基盤整備促進事業に係るものにあっては、

次に掲げる変更以外の変更 

（１）経費の配分の変更

ア 事業等又は補助対象事業の区分の欄に掲げる各地区における(1)の事業に要する経費と(2)の

事業に要する経費の相互間の流用

イ 事業等又は補助対象事業の区分の欄に掲げる各地区における(1)の事業のうちアからカまで

の事業に要する経費の相互間の 30 パーセント（30 パーセントに相当する額が 600 万円以下の

場合は 600 万円）を越える増減

（２）事業実施主体の変更

10 別表の事業等の欄に掲げる（８）の事業のうちスマート田んぼダム実証事業に係るものにあっ

ては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略）

（事業遅延の提出） 

第 12 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補

助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに別記様式第４号による遅延届出書を別記

１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先に提出し、別記２に掲げる補助事業者の区分に応じ

た決定者等の指示を受けなければならない。 

２ 前項の場合のうち、歳出予算の繰越しを必要とする場合においては、必要事項を記載した繰越

承認申請書の提出をもって前項の届出書の提出に代えることができる。 

３  北海道開発局長は、補助事業者から第１項の遅延届出書の提出があったときは、速やかに大臣

に提出するものとする。 

（削る） 

（状況報告） 

第 13 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の 12 月末日現在において、別記様式第５号により

事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の１月末までに別記１に掲げる補助事業者の区分に応じ

画策定事業、（10）の事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農村環

境計画策定事業、（11）の事業のうち実施計画策定事業（施設計画策定事業に限る。）並びに

（12）の事業のうち実施計画等策定事業（計画策定事業に限る。）に係るものにあっては、次に

掲げる変更以外の変更 

（１）調査地域ごとに事業費の 30 パーセントを超える増減

（２）・（３）（略）

８ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（８）及び（９）の事業のうち草地畜産基盤整備事業

に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略）

９ 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（９）の事業のうち農業基盤整備促進事業に係るもの

にあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）経費の配分の変更

ア 事業等又は補助対象事業の区分の欄に掲げる(1)の事業に要する経費と(2)の事業に要する

経費の相互間の流用

イ 事業等又は補助対象事業の区分の欄に掲げる(1)の事業のうちアからカまでの事業に要する

経費の相互間の 30％を越える増減

（２）事業実施主体の変更

10 別表（第２の表）の事業等の欄に掲げる（９）の事業のうちスマート田んぼダム実証事業に係

るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更 

（１）・（２）（略）

第 10 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業が予定の期間内に完了しない理由

又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した報告書を別記１に定

める補助事業者の区分に応じた提出先に提出し、別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定

者等の指示を受けなければならない。 

（新設） 

２  北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

第 11 補助事業者は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算し

て 15 日以内にその旨を記載した書面を別記１に定める補助事業者の区分に応じた提出先に提出

しなければならない。 

２ 北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

第 12 補助事業者は、補助事業の交付決定に係る年度の 12 月末日現在において、別記様式第４号に

より事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の１月末までに別記１に定める補助事業者の区分に応
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た提出先に提出しなければならない。ただし、別記様式第６号により概算払請求書を提出した場

合は、これをもって事業遂行状況報告書に代えることができるものとする。 

２  北海道開発局長は、補助事業者から前項の事業遂行状況報告書又は概算払請求書の提出があっ

たときは、速やかに大臣に提出するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、補助事業者が当該補助事業について、公共事業等の事業に係る契

約及び支出の状況報告について、（昭和 42 年５月１日付蔵計第 946 号）に係る報告を、各交付決

定の単位により、別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等が管轄する組織に行ってい

る場合は、第１項の規定による報告を省略することができる。 

４ 第１項に規定する時期のほか、別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、事業の

円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況

について報告を求めることができる。 

（概算払） 

第 14 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合には、別記様式第

６号の概算払請求書を別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先及び官署支出官（農林水

産省にあっては大臣官房予算課経理調査官、北陸・東海・近畿・中国四国農政局にあっては総務

管理官、東北・関東・九州農政局にあっては総務部長、内閣府沖縄総合事務局にあっては総務部

長をいう。）に提出しなければならない。 

なお、概算払は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 58 条ただし書に基づく、

財務大臣との協議が調った日以降に、協議が調った範囲で行うものとする。 

２ 補助事業者は、概算払により間接補助事業に係る補助金の交付を受けた場合においては、当該

概算払を受けた補助金の額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。 

（実績報告） 

第 15 交付規則第６条第１項の別に定める実績報告書は、別記様式第７号のとおりとし、補助事業者

は、補助事業が完了したとき（第 10 第１項による廃止の承認があったときを含む。以下同じ。）

は、その日から１か月を経過した日又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い日（地方公共団体に対

し補助金の全額が概算払により交付された場合は、翌年度の６月 10 日）までに、実績報告書を別

記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度の４

月 30 日までに別記様式第８号により作成した年度終了実績報告書を別記１に掲げる補助事業者の

区分に応じた提出先に提出しなければならない。 

３  北海道開発局長は、補助事業者から前２項の実績報告書の提出があったときは、速やかに大臣

に提出するものとする。 

４ 第４第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額

から減額して報告しなければならない。 

５ 第４第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確

定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を

上回る部分の金額）を別記様式第９号の消費税仕入控除税額報告書により速やかに別記２に定め

る補助事業者の区分に応じた決定者等に報告するとともに、別記２に掲げる補助事業者の区分に

じた提出先に提出しなければならない。ただし、別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者

等が別に定める概算払請求書を提出した場合は、これをもって事業遂行状況報告書に代えることが

できるものとする。 

２  北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、補助事業者が当該補助事業について、公共事業等の事業に係る契

約及び支出の状況報告について、（昭和 42 年５月１日付蔵計第 946 号）に係る報告を、各交付

決定の単位により、別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等が管轄する組織に行って

いる場合は、第１項の規定による報告を省略することができる。 

４ 第１項に規定する時期のほか、別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、事業の

円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況

について報告を求めることができる。 

（新設） 

第 13 規則第６条第１項の別に定める実績報告書は、別記様式第５号のとおりとし、補助事業者は、

補助事業を完了したときは、その日から１箇月を経過した日又は翌年度の４月 10 日のいずれか

早い日（地方公共団体に対し補助金の全額が概算払により交付された場合は翌年度の６月 10

日）までに、実績報告書を別記１に定める補助事業者の区分に応じた提出先に提出しなければな

らない。 

（新設） 

２  北海道開発局長は、補助事業者から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大臣に

提出するものとする。 

３ 第３第３項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額

から減額して報告しなければならない。 

４ 第３第３項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確

定した場合には、その金額（前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を別記様式第６号の消費税仕入控除税額報告書により速やかに別記２に定

める補助事業者の区分に応じた決定者等に報告するとともに、別記２に定める補助事業者の区分
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応じた決定者等による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であって

も、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年６月 30 日までに、同様式により別

記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 16 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、第 15 第１項の規定による報告を受け

た場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補

助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、第 15 第２項により実績報告書の提出があったときは、北海道開発局長を経由し補助事

業者に通知するものとする。 

３ 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、補助事業者に交付すべき補助金の額を

確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の

補助金の返還を命ずるものとする。 

 ４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日（地方公共団体において当該補助

金の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合で、かつ、この期限により難

い場合は 90 日）以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係

る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（額の再確定） 

第 17 補助事業者は、第 16 第１項又は第２項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助事

業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により補助事業

に要した経費を減額すべき事情がある場合は、別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先

に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第 15 第 1 項に準じて提出するものとする。 

２ 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、前項に基づき実績報告書の提出を受け

た場合は、第 16 第１項に準じて改めて額の確定を行うものとする。 

３ 第 16 第２項から第４項までの規定は、前項の場合に準用する。 

 

（交付決定の取消等） 

第 18 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、第 10 第１項第３号の規定による補助

事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第６の規定による交付決定の

全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）～（３）（略） 

（４）間接補助事業者が、間接補助事業の実施に関し法令に違反した場合 

（５）間接補助事業者が、間接補助金を本事業以外の用途に使用した場合 

（６）（略） 

２ 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、前項の規定による取消しをした場合に

おいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等は、第１項第１号から第３号までの規定に

よる取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日

から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せ

に応じた決定者等による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であって

も、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年６月 30 日までに、同様式により

別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等に報告しなければならない。 

 

 

第 14 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、第 13 第１項の規定による報告を受け

た場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補

助事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 農林水産大臣は、第 13 第２項の提出を受け、補助金の額を確定する場合、北海道開発局長を

経由し補助事業者に通知するものとする。 

３ 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、補助事業者に交付すべき補助金の額を

確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の

補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日（地方公共団体において当該補

助金の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合で、かつ、この期限により

がたい場合は 90 日）以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未

納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、第６第１項第３号の規定による補助事

業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第５の規定による交付決定の全

部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。 

（１）～（３)（略）  

（新設） 

（新設） 

（４）（略） 

２ 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、前項の規定による取消しをした場合に

おいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等は、第１項(１)から(３)までの規定による

取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から

納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命
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て命ずるものとする。 

４ 第２項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第 16 第４項の規定（括

弧書を除く。）を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第 19（略） 

 

（財産の処分の制限） 

第 20 取得財産等のうち適正化法施行令第 13 条第４号の大臣が定める機械及び重要な器具は、１件

当たりの取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具とする。 

２ 適正化法第 22 条に定める財産の処分を制限する期間は、交付規則第５条に規定する期間（以下

「処分制限期間」という。）とする。 

３ 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると

きは、あらかじめ別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けなければなら

ない。 

４ 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収

入の全部又は一部を国に納付することを条件とすることがある。 

 

（残存物件の処理） 

第 21 補助事業者は、補助事業等が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の実施

のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得

価格等を別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等に報告しその指示を受けなければな

らない。 

 

（補助金の経理） 

第 22（略）  

２（略） 

３ 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前２項に規定する帳簿

等に加え、別記様式第７号別紙第 13 の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならな

い。 

 

４ 前３項及び第 23 に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書の

うち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

（補助金調書） 

第 23 補助事業者（地方公共団体に限る。）は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書

における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、別記様式第 10 号による補助金調書を

作成しておかなければならない。 

 

（削る） 

 

 

 

ずるものとする。 

（新設） 

 

 

 

第 16（略） 

 

 

第 17 取得財産等のうち令第 13 条第４号の農林水産大臣が定める機械及び重要な器具は、１件当た

りの取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具とする。 

２ 法第 22 条に定める財産の処分を制限する期間は、規則第５条に規定する処分制限期間（以下

「処分制限期間」という。）とする。 

３ 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると

きは、あらかじめ別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けなければなら

ない。 

４ 前項の承認については、第 16 第２項の規定を準用する。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 18（略）  

２（略） 

３ 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前二項に規定する帳簿

等に加え、別記様式第５号別紙第 17 の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければなら

ない。 

 

（新設） 

 

 

 

第 19 補助事業者（地方公共団体に限る。）は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書

における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、別記様式第７号による補助金調書を

作成しておかなければならない。 

 

第 20 補助事業者のうち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50

号）第 42 条第２項に規定する特例民法法人にあっては、この補助金に係る補助金等支出明細書

(別記様式第８号)を作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対
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（電子情報処理組織による申請等） 

第 24 補助事業者は、第４第１項の規定による交付の申請、第７の規定による申請の取下げ、第 10 第

１項の規定による計画変更、中止又は廃止の申請、第 13 の規定による状況報告、第 14 の規定に

よる概算払請求、第 15 第１項による実績報告（以下「交付申請等」という。）については、当該

各規定の定めにかかわらず、農林水産省共通申請サービス（以下「システム」という。）を使用

する方法により行うことができる。ただし、システムを使用する方法により交付申請等を行う場

合において、本要綱に基づき当該交付申請等に添付すべきとされている書面について、当該書面

等の一部又は全部を書面により提出することを妨げない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により交付申請等を行う場合は、本要綱の様式の定めにかかわら

ず、システムにより提供する様式によるものとする。 

３ 大臣は、第１項の規定により交付申請等が行われた補助事業者に対する通知、承認、指示、命

令については、補助事業者が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、シ

ステムを使用する方法によることができる。 

４ 補助事業者が第２項の規定によりシステムを使用する方法により交付申請等を行う場合は、シ

ステムのサービス提供者が別に定めるシステムの利用に係る規約に従わなければならない。 

 

（間接補助金交付の際付すべき条件等） 

第 25 補助事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、本要綱第８、第 10 から第 13 ま

で、第 15、第 17 から第 19 まで及び第 21 から第 23 までの規定に準ずる条件並びに次の各号に掲

げる条件を付さなければならない。 

（１）適正化法、適正化法施行令、交付規則、本要綱及び実施要綱に従うべきこと。 

（２）間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに１件当

たりの取得価格 50 万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40 年大蔵省令第 15 号。以下「大蔵省令」という。）に定められている耐用年数に相当する期

間（ただし、大蔵省令に期間の定めがない財産については期間の定めなく。）においては、補

助事業者の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供してはならないこと。 

（３）前号による補助事業者の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分によ

り得られた収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることがあること。 

２ 補助事業者（地方公共団体に限る。）は、地方公共団体以外の間接補助事業者に補助金を交付

するときは、間接補助事業者に対し、前項に定めるもののほか、次に掲げる条件を付さなければ

ならない。 

（１）間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、

一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付すこと

が困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。 

（２）間接補助事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積り

合せ（以下「入札等」という。）に参加しようとする者に対し、別記様式第２号による契約に

係る指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等

に参加させてはならない。 

 

する割合を示す書類」に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するととも

に、補助金の交付を受けた年度の翌年度の６月末日までに農林水産大臣に報告するものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21 補助事業者は間接補助事業者に補助金を交付するときは、本要綱第８から第 19 までの規定に

準ずる条件を付さなければならない。 
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３ 補助事業者は、間接補助事業者が間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産につい

て、その実態を充分把握するように努め、当該財産が適正に管理運営されるよう指導しなければ

ならない。 

４ 補助事業者は、第１項第２号により承認をしようとする場合は、あらかじめ別記２に掲げる補

助事業者の区分に応じた決定者等の承認を受けてから承認を与えなければならない。 

５ 補助事業者は、第１項第３号により間接補助事業者から納付を受けた額の国庫補助金相当額を

国に納付しなければならない。 

６ 第１項及び前項の規定にかかわらず、前項の規定その他の国庫納付に関する規定に基づき、取

得財産等の取得価格の国庫補助金相当額の全部を国に納付したと認められる場合は、第１項及び

前項の規定は当該取得財産等については適用しない。 

７ 補助事業者は、間接補助事業に関して、間接補助事業者から補助金の返還又は返納を受けた場

合は、当該補助金の国庫補助金相当額を国に返還しなければならない。 
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別記１（第４、７、10、12、13、14、15、17 関係） 

補助事業者の区分 提出先 

（１）北海道

（２）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち北海道内に所在するもの。

国土交通省 

北海道開発局長経由 

農林水産大臣 

（３）全国土地改良事業団体連合会

（４）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における技術実践向上研修を行う北海道土地改良事業

団体連合会

（５）農林水産省農村振興局長が別に定める公募要領により公

募した者の中から選定された団体

農林水産大臣 

（６）沖縄県

（７）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における技術実践向上研修を行う沖縄県土地改良事業

団体連合会

（８）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち沖縄県内に所在するもの。

内閣府 

沖縄総合事務局長 

（９）その他の補助事業者 地方農政局長 

別記１ 補助金交付申請書（第３関係）、補助事業変更等承認申請書（第６関係）、補助事業が予定

の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由並びに補助事業の遂行状況

を記載した書類（第 10 関係）、補助金交付申請の取り下げ及びその理由を記載した書類（第

11 関係）、遂行状況報告書（第 12 関係）及び補助金実績報告書（第 13 第１項関係）の提出

先 

補助事業者の区分 提出先 

（１）北海道

（２）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち北海道内に所在するもの。

国土交通省 

北海道開発局長経由 

農林水産大臣 

（３）全国土地改良事業団体連合会

（４）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における複式簿記会計に関する巡回指導、会計の専門

家の配置及び技術実践向上研修を行う北海道土地改良事業

団体連合会 

（５）農林水産省農村振興局長が別に定める公募要領により公

募した者の中から選定された団体

農林水産大臣 

（６）沖縄県

（７）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における複式簿記会計に関する巡回指導、会計の専門

家の配置及び技術実践向上研修を行う沖縄県土地改良事業

団体連合会 

（８）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち沖縄県内に所在するもの。

内閣府 

沖縄総合事務局長 

（９）その他の補助事業者 地方農政局長 
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別記２（第５、第６、第 10、12、13、16、17、18、20、25 関係） 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業者の区分 決定者等 

（１）北海道 

（２）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち北海道内に所在するもの。 

（３）全国土地改良事業団体連合会 

（４）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における技術実践向上研修を行う北海道土地改良事業

団体連合会 

（５）農林水産省農村振興局長が別に定める公募要領により公

募した者の中から選定された団体 

農林水産大臣 

（６）沖縄県 

（７）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における技術実践向上研修を行う沖縄県土地改良事業

団体連合会 

（８）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち沖縄県内に所在するもの。 

内閣府 

沖縄総合事務局長 

（９）その他の補助事業者 地方農政局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記２ 補助金交付申請書の提出期限を定める者（第４関係）、補助金の交付決定をする者（第５関

係）、補助金変更等の承認者（第６関係）、補助事業の一部を他の者に実施させる場合の実施

に関する契約内容を記載した書類の提出先（第８関係）、補助事業が予定の期間内に完了しな

い場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に指示を求める者（第 10 関係）、補助事業遂

行状況報告を概算払請求書の提出をもって代える場合の概算払請求書を定める者（第 12 関

係）、消費税仕入控除税額の報告先等（第 13 第４項関係）、交付すべき補助金の額を確定す

る者（第 14 関係）、交付決定の取り消しをする者（第 15 関係）及び財産等処分の承認をする

者（第 17 関係） 

補助事業者の区分 決定者等 

（１）北海道 

（２）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち北海道内に所在するもの。 

（３）全国土地改良事業団体連合会 

（４）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における複式簿記会計に関する巡回指導、会計の専門

家の配置及び技術実践向上研修を行う北海道土地改良事業

団体連合会 

（５）農林水産省農村振興局長が別に定める公募要領により公

募した者の中から選定された団体 

農林水産大臣 

（６）沖縄県 

（７）土地改良融資事業等指導監督のうち土地改良区体制強化

事業における複式簿記会計に関する巡回指導、会計の専門

家の配置及び技術実践向上研修を行う沖縄県土地改良事業

団体連合会 

（８）農業基盤整備促進事業を行う市町村及び農業者団体のう

ち沖縄県内に所在するもの。 

内閣府 

沖縄総合事務局長 

（９）その他の補助事業者 地方農政局長 
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別表（第３関係） 別表（第２の表）

事業等又は補助 補 助 率 事業等又は補助 補 助 率

事 業 等 採 択 基 準 等 摘 要 事 業 等 採 択 基 準 等 摘 要

対象事業の区分 都 府 県 北 海 道 対象事業の区分 都 府 県 北 海 道

(1)都道府県が １ 基幹農道整備事 農業生産の近代化又は農業 （略） （略） (1)都道府県が １ 基幹農道整備事 農業生産の近代化又は農業 （略） （略）

行う農道整備 業 生産物の流通の合理化を図る 行う農道整備 業 生産物の流通の合理化を図る

事業 ための重要な路線の農道の新 事業 ための重要な路線の農道の新

設若しくは改良又はこれらと 設若しくは改良又はこれらと

併せて行う用地整備、駐車場 併せて行う用地整備、駐車場

整備、ライフライン収容施設 整備、ライフライン収容施設

整備若しくは生態系保全施設 整備若しくは生態系保全施設

整備であって、受益面積がお 整備であって、受益面積がお

おむね50ヘクタール（次の(1) おむね50ヘクタール（振興山

から(3)までに掲げる地域に 村（山村振興法（昭和40年法

おいて行うものにあっては、 律第64号）第７条第１項の規

おおむね30ヘクタール）以上、 定に基づき指定された地域を

車道幅員がおおむね４メート いう。以下同じ。）、過疎地域

ル（次の(1)又は(3)から(6) （過疎地域自立促進特別措置

までに掲げる地域において行 法（平成12年法律第15号）第

うものにあっては、おおむね ２条第１項に規定する過疎地

３メートル）以上であり、か 域をいう。以下同じ。）又は

つ、その総事業費が１億円以 半島振興対策実施地域（半島

上であるもの 振興法（昭和60年法律第63号）

(1) 振興山村（山村振興法（昭 第２条第１項の規定に基づき

和40年法律第64号）第７条 指定された地域をいう。以下

第１項の規定に基づき指定 同じ。）において行うものに

された地域をいう。以下同 あっては、おおむね30ヘクタ

じ。） ール）以上、車道幅員がおお

(2) 過疎地域（過疎地域の持 むね４メートル（沖縄県、離

続的発展の支援に関する特 島振興法（昭和28年法律第72

別措置法（令和３年法律第 号）第２条第１項の規定に基

19号）第２条第１項（同法 づき離島振興対策実施地域と

第43条の規定により読み替 して指定された離島（北海道、

えて適用する場合を含む。） 沖縄及び奄美群島（鹿児島県

に規定する過疎地域（同法 奄美市及び大島郡の区域をい

第３条第１項若しくは第２ う。以下同じ。）を除く。以

項（これらの規定を同法第 下単に「離島」という。）、奄

43条の規定により読み替え 美群島、振興山村又は半島振

て適用する場合を含む。）、 興対策実施地域において行う

第41条第１項若しくは第２ ものにあっては、おおむね３

項（同条第３項の規定によ メートル）以上であり、かつ、

り準用する場合を含む。）、 その総事業費が１億円以上で

第42条又は第44条第４項の あるもの

規定により過疎地域とみな

される区域を含み、令和３

年度から令和８年度までの

間に限り、同法附則第５条
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に規定する特定市町村（同

法附則第６条第１項、第７

条第１項及び第８条第１項

の規定により特定市町村の

区域とみなされる区域を含

む。）を、令和３年度から

令和９年度までの間に限

り、同法附則第５条に規定

する特別特定市町村（同法

附則第６条第２項、第７条

第２項及び第８条第２項の

規定により特別特定市町村

の区域とみなされる区域を

含む。）を含む。）をいう。

以下同じ。）

(3) 半島振興対策実施地域

（半島振興法（昭和60年法

律第63号）第２条第１項の

規定に基づき指定された地

域をいう。以下同じ。）

(4) 沖縄県

(5) 離島振興法（昭和28年法

律第72号）第２条第１項の

規定に基づき離島振興対策

実施地域として指定された

離島（北海道、沖縄及び奄

美群島（鹿児島県奄美市及

び大島郡の区域をいう。以

下同じ。）を除く。以下単

に「離島」という。）

(6) 奄美群島

２ 一般農道整備事 （略） （略） （略） ２ 一般農道整備事 （略） （略） （略）

業 業

(2)～(3)（略） （略） （略） （略） （略） (2)～(3)（略） （略） （略） （略） （略）

(4) 都道府県が 国営造成施設管理体 国営造成施設管理体制整備 (1) 操作体制整備型 (1) 操作体制整 (4) 都道府県が 国営造成施設管理体 国営造成施設管理体制整備 (1) 操作体制整備型 (1) 操作体制整

行う国営造成 制整備促進事業 促進事業実施要綱（昭和60年 ア 当該間接補助 備型 行う国営造成 制整備促進事業 促進事業実施要綱（昭和60年 ア 当該間接補助 備型

施設管理体制 ４月26日付け60構改D第302号 事業費の60％ 当該間接補 施設管理体制 ４月26日付け60構改D第302号 事業費の60％ 当該間接補

整備促進事業 農林水産事務次官依命通知） イ 沖縄県及び奄 助事業費の70 整備促進事業 農林水産事務次官依命通知） イ 沖縄県及び奄 助事業費の70

並びに市町村 第２及び第３によるものとす 美群島において % 並びに市町村 第２及び第３によるものとす 美群島において ％

及び土地改良 る。 行うものにあっ 及び土地改良 る。 行うものにあっ

区が行う国営 ては、アの規定 区が行う国営 ては、アの規定

造成施設管理 に関わらず、当 造成施設管理 に関わらず、当

体制整備促進 該間接補助事業 体制整備促進 該間接補助事業

事業に要する 費の85％」 事業に要する 費の85％

経費に対し都 (2) 管理体制整備型 (2) 管理体制整 経費に対し都 (2) 管理体制整備型 (2) 管理体制整

道府県が補助 当該補助事業費 備型 道府県が補助 当該補助事業費 備型

する事業 又は当該間接補助 当該間接補 する事業 又は当該間接補助 当該間接補
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事業費の２分の１ 助事業費の２ 事業費の２分の１ 助事業費の２

分の１ 分の１

（削る） （削る） (3) 洪水調節機能強 (3) 洪水調節機

化緊急対応型にお 能強化緊急対

いて行うものにあ 応型において

っては定額 行うものにあ

っては定額

(5)～(6)（略） （略） （略） （略） （略） (5)～(6)（略） （略） （略） （略） （略）

(7) 都道府県が （略） 土地改良事業の実施に関し 採択基準等の欄の （略） 採択基準等 (7) 都道府県が （略） 土地改良事業の実施に関し 採択基準等の欄の （略） 採択基準等

行う土地改良 必要とされる指導、監督等で (1)及び(3)の事業に の欄の(5) 行う土地改良 必要とされる指導、監督等で (1)及び(3)の事業に の欄の(4)

融資事業等指 あって、次に掲げるもの ついては、当該補助 の事業に要 融資事業等指 あって、次に掲げるもの ついては、当該補助 の事業に要

導監督並びに (1)（略） 事業費の50％以内、 する経費並 導監督並びに (1)（略） 事業費の50％以内、 する経費、

都道府県土地 (2) 都道府県土地改良事業団 (2)の事業について びに(6)の 都道府県土地 (2) 都道府県土地改良事業団 (2)の事業について (5)の事業

改良事業団体 体連合会及び土地改良区が は、当該間接補助事 事業及び事 改良事業団体 体連合会及び土地改良区が は、当該間接補助事 に要する経

連合会及び土 行う土地改良区体制強化事 業費の50％以内、(4) 務に要する 連合会及び土 行う土地改良区体制強化事 業費の50％以内 費並びに

地改良区が行 業（都道府県土地改良事業 の事業については、 経費につい 地改良区が行 業（都道府県土地改良事業 (6)の事業

う土地改良融 団体連合会が行う市町村単 定額 ては、定額 う土地改良融 団体連合会が行う複式簿記 及び事務に

資事業等指導 位での合併モデル構築、複 補助 資事業等指導 会計に関する巡回指導、会 要する経費

監督に要する 式簿記会計に関する巡回指 監督に要する 計の専門家の配置及び技術 について

経費に対し都 導、会計の専門家の配置及 経費に対し都 実践向上研修を除く。）に は、定額補

道府県が補助 び技術実践向上研修を除 道府県が補助 要する経費に対し、都道府 助

する事業並び く。）に要する経費に対し、 する事業並び 県が補助する事業

に都道府県土 都道府県が補助する事業 に都道府県土

地改良事業団 (3)（略） 地改良事業団 (3)（略）

体連合会及び (4) 都道府県土地改良事業団 体連合会及び (4) 都道府県土地改良事業団

公募団体が行 体連合会が行う土地改良区 公募団体が行 体連合会が行う土地改良区

う土地改良融 体制強化事業のうち市町村 う土地改良融 体制強化事業のうち複式簿

資事業等指導 単位での合併モデル構築、 資事業等指導 記会計に関する巡回指導及

監督 複式簿記会計に関する巡回 監督 び会計の専門家の配置

指導及び会計の専門家の配

置に要する経費に対し、都

道府県が補助する事業

(5)・(6)（略） (5)・(6)（略）

（削る） （削る） （削る） （削る） (8) 農村地域復 １ 復興再生基盤総 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50

興再生基盤総 合整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 ％

合整備事業実 ２月26日付け24農振第2170号

施要領（平成 農林水産事務次官依命通知）

25年２月26日 第５及び農村地域復興再生基

付け24生畜第 盤総合整備事業実施要領（平

2233号・24農 成25年２月26日付け24生畜第

振第2171号農 2233号・24農振第2171号農林

林水産省生産 水産省生産局長、農村振興局

局長、農村振 長通知）第２の１の別紙１の

興局長通知） 要件に該当するもの

第３に規定す

る事業の実施 ２ 農地整備事業

区域（以下「事
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業実施区域」 (1) 経営体育成型 (1) 農村地域復興再生基盤総 (1) 当該補助事業費

という。）が 合整備事業実施要綱（平成 の50％

所在する県が 25年２月26日付け24農振第 (2) 離島、特別豪雪

当該区域にお 2170号農林水産事務次官依 地帯、振興山村、

いて行う農村 命通知）第５及び農村地域 過疎地域、特定農

地域復興再生 復興再生基盤総合整備事業 山村地域（特定農

基盤総合整備 実施要領（平成25年２月26 山村地域における

事業、事業実 日付け24生畜第2233号・24 農林業等の活性化

施区域が所在 農振第2171号農林水産省生 のための基盤整備

する市町村又 産局長、農村振興局長通知） の促進に関する法

は土地改良 第２の２の別紙２－１の第 律（平成５年法律

区、事業指定 ５の１の要件に該当するも 第72号）第２条第

法人その他の の（但し、農業経営高度化 １項に規定する特

者が当該区域 支援事業を除く。） 定農山村地域をい

において行う う。以下同じ。）、

農村地域復興 急傾斜地帯又は指

再生基盤総合 定棚田地域（棚田

整備事業に対 地域振興法（令和

し事業実施区 元年法律第42号）

域が所在する 第７条第１項の規

県が補助する 定に基づき指定さ

事業 れた指定棚田地域

をいう。以下同

じ。）において行

うものにあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の55％

(3) 水源地域対策関

連事業にあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の55％

(2) 畑地帯担い手育成型 (1) 当該補助事業費

又は当該間接補助事

業費の50％

(2) 離島、特別豪雪

地帯、振興山村、過

疎地域、特定農山村

地域、急傾斜地帯又

は指定棚田地域にお

いて行うものにあっ

ては、(1)の規定に

かかわらず、当該補

助事業費又は間接補

助事業費の55％

(2) 畑地帯担い手育 (1) 農村地域復興再生基盤総 (1) 当該補助事業費

成型 合整備事業実施要綱（平成 の50％
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25年２月26日付け24農振第 (2) 離島において行

2170号農林水産事務次官依 うものにあって

命通知）第５及び農村地域 は、(1)の規定に

復興再生基盤総合整備事業 かかわらず、当該

実施要領（平成25年２月26 補助事業費の52％

日付け24生畜第2233号・24

農振第2171号農林水産省生

産局長、農村振興局長通知）

第２の２の別紙２－１の第

５の２の要件に該当するも

の（但し、農業経営高度化

支援事業を除く。）

(2) 農村地域復興再生基盤総 当該補助事業費又は

合整備事業実施要綱（平成 当該間接補助事業費

25年２月26日付け24農振第 の50％

2170号農林水産事務次官依

命通知）第５及び農村地域

復興再生基盤総合整備事業

実施要領（平成25年２月26

日付け24生畜第2233号・24

農振第2171号農林水産省生

産局長、農村振興局長通知）

第２の２の別紙２－１の第

５の２の要件に該当するも

ののうち農業経営高度化支

援事業。

(3) 畑地帯担い手支 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

援型 整備事業実施要綱（平成25年 の50％（但し、営

２月26日付け24農振第2170号 農用水事業のみを

農林水産事務次官依命通知） 行うものにあって

第５及び農村地域復興再生基 は、当該補助事業

盤総合整備事業実施要領（平 費の45％）

成25年２月26日付け24生畜第 (2) 離島において行

2233号・24農振第2171号農林 うものにあって

水産省生産局長、農村振興局 は、(1)の規定に

長通知）第２の２の別紙２－ かかわらず、当該

１の第５の３の要件に該当す 補助事業費の52％

るもの （但し、営農用水

事業のみを行うも

のにあっては、当

該補助事業費の50

％）

(4) 耕作放棄地型 (1) 農村地域復興再生基盤総 (1) 当該補助事業費

合整備事業実施要綱（平成 の50％

25年２月26日付け24農振第 (2) 特別豪雪地帯、

2170号農林水産事務次官依 振興山村、過疎地

命通知）第５及び農村地域 域、特定農山村地
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復興再生基盤総合整備事業 域、急傾斜地帯又

実施要領（平成25年２月26 は指定棚田地域に

日付け24生畜第2233号・24 おいて行うものに

農振第2171号農林水産省生 あっては、(1)の

産局長、農村振興局長通知） 規定にかかわら

第２の２の別紙２－１の第 ず、当該補助事業

５の４の要件に該当するも 費の55％

の（但し、農業経営高度化 (3) 水源地域対策関

支援事業のうち耕作放棄地 連事業にあって

解消・集積促進事業、耕作 は、(1)の規定に

放棄地解消支援事業及び耕 かかわらず、当該

作放棄地活用推進事業を除 補助事業費の55％

く。）。

(2) 農村地域復興再生基盤総 (1) 当該補助事業費

合整備事業実施要綱（平成 又は当該間接補助

25年２月26日付け24農振第 事業費の50％

2170号農林水産事務次官依 (2) 特別豪雪地帯、

命通知）第５及び農村地域 振興山村、過疎地

復興再生基盤総合整備事業 域、特定農山村地

実施要領（平成25年２月26 域、急傾斜地帯又

日付け24生畜第2233号・24 は指定棚田地域に

農振第2171号農林水産省生 おいて行うものに

産局長、農村振興局長通知） あっては、(1)の

第２の２の別紙２－１の第 規定にかかわら

５の４の要件に該当するも ず、当該補助事業

ののうち農業経営高度化支 費又は当該間接補

援事業のうち耕作放棄地解 助事業費の55％

消・集積促進事業。

(3) 農村地域復興再生基盤総 定額

合整備事業実施要綱（平成

25年２月26日付け24農振第

2170号農林水産事務次官依

命通知）第５及び農村地域

復興再生基盤総合整備事業

実施要領（平成25年２月26

日付け24生畜第2233号・24

農振第2171号農林水産省生

産局長、農村振興局長通知）

第２の２の別紙２－１の第

５の４の要件に該当するも

ののうち農業経営高度化支

援事業のうち耕作放棄地解

消支援事業及び耕作放棄地

活用推進事業。

(5) 通作条件整備型 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

整備事業実施要綱（平成25年 の50％

２月26日付け24農振第2170号 (2) 離島において行
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農林水産事務次官依命通知） うものにあって

第５及び農村地域復興再生基 は、(1)の規定に

盤総合整備事業実施要領（平 かかわらず、当該

成25年２月26日付け24生畜第 補助事業費の55％

2233号・24農振第2171号農林 （但し、農業集落

水産省生産局長、農村振興局 間型を除く。）

長通知）第２の２の別紙２－ (3) 水源地域対策関

１の第５の５の要件に該当す 連事業にあって

るもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の55％

（但し、農業集落

間型を除く。）

３ 水利施設整備事

業

(1) 基幹水利施設整 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

備型 整備事業実施要綱（平成25年 の50％

２月26日付け24農振第2170号 (2) 農村地域復興再

農林水産事務次官依命通知） 生生産基盤総合整

第５及び農村地域復興再生基 備事業実施要領

盤総合整備事業実施要領（平 （平成25年２月26

成25年２月26日付け24生畜第 日付け24生畜第22

2233号・24農振第2171号農林 33号・24農振第21

水産省生産局長、農村振興局 71号農林水産省生

長通知）第２の３の別紙３－ 産局長、農村振興

１の第４の１の要件に該当す 局長通知）第２の

るもの ３の別紙３－１の

第４の１の(7)の

要件に該当する事

業にあっては、(1)

の規定にかかわら

ず、当該補助事業

費の55％

(2) 農業用水再編対 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50

策型 整備事業実施要綱（平成25年 ％

２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の３の別紙３－

１の第４の２の要件に該当す

るもの

(3) 地域用水機能増 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50
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進型 整備事業実施要綱（平成25年 ％

２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の３の別紙３－

１の第４の３の要件に該当す

るもの

(4) 流域水質保全機 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50

能増進型 整備事業実施要綱（平成25年 ％

２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の３の別紙３－

１の第４の４の要件に該当す

るもの

(5) ため池整備工事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 小規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費又は当該間

水産省生産局長、農村振興局 接補助事業費の50

長通知）第２の４の別紙４－ /100（但し、離島

２の第４及び別紙４－１の運 において行うもの

用別紙１のⅡの２の要件に該 にあっては、当該

当するもの 補助事業費又は当

該間接補助事業費

の52/100）
(3) ため池再編総合

整備計画に基づき

複数のため池で行

う事業にあって

は、当該補助事業

費又は間接補助事

業費の50/100
(4) ため池利活用保

全整備工事にあっ

ては、当該補助事
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業費の又は間接補

助事業費の50/100
(5) ため池保全体制

整備事業にあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
(6) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(6) ため池整備工事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

（特別対策型） 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 小規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費又は当該間

水産省生産局長、農村振興局 接補助事業費の50

長通知）第２の４の別紙４－ /100（但し、離島

２の第４及び別紙４－１の運 において行うもの

用別紙１のⅡの２の要件に該 にあっては、当該

当するもの 補助事業費又は当

該間接補助事業費

の52/100）
(3) ため池再編総合

整備計画に基づき

複数のため池で行

うものにあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
(4) 旧農業用ため池

で行うものにあっ

ては、(1)から(3)

の規定にかかわら

ず、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
（但し、離島にお

いて行うものにあ

っては、当該補助

事業費又は当該間

接補助事業費の52

/100）
(5) ため池利活用保

全整備工事にあっ

ては、当該補助事
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業費又は当該間接

補助事業費の

50/100
(6) ため池保全体制

整備事業にあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
(7) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(7) ため池整備工事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

（都市型緊急整備 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

事業） ２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 小規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費又は当該間

水産省生産局長、農村振興局 接補助事業費の50

長通知）第２の４の別紙４－ /100
２の第４及び別紙４－１の運 (3) ため池利活用保

用別紙１のⅡの２の要件に該 全整備工事にあっ

当するもの ては、当該補助事

業費又は当該間接

補助事業費の50

/100
(4) ため池保全体制

整備事業にあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
(5) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(8) ため池水質改善 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

工事 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 小規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費又は当該間

水産省生産局長、農村振興局 接補助事業費の50

長通知）第２の４の別紙４－ /100（但し、離島

２の第４及び別紙４－１の運 において行うもの
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用別紙１のⅡの２の要件に該 にあっては、当該

当するもの 補助事業費又は当

該間接補助事業費

の52/100）
(3) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(9) 用排水施設整備 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

工事 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100（但し、土砂

盤総合整備事業実施要領（平 崩落を防止するも

成25年２月26日付け24生畜第 のにあっては、離

2233号・24農振第2171号農林 島において行うも

水産省生産局長、農村振興局 のを除き、当該補

長通知）第２の４の別紙４－ 助事業費又は当該

２の第４及び別紙４－１の運 間接補助事業費の

用別紙１のⅡの２の要件に該 50/100）
当するもの (2) 小規模事業にあ

っては、当該補助

事業費又は当該間

接補助事業費の50

/100（但し、離島

において行うもの

にあっては、当該

補助事業費又は当

該間接補助事業費

の52/100）
(3) 用排水施設等利

活用保全整備工事

にあっては、当該

補助事業費又は当

該間接補助事業費

の50/100
(4) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(10) 湖岸堤防工事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の50

第５及び農村地域復興再生基 /100（但し、離島

盤総合整備事業実施要領（平 において行うもの

成25年２月26日付け24生畜第 にあっては、当該

2233号・24農振第2171号農林 補助事業費又は当
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水産省生産局長、農村振興局 該間接補助事業費

長通知）第２の４の別紙４－ の55/100）
２の第４及び別紙４－１の運 (2) 小規模事業にあ

用別紙１のⅡの２の要件に該 っては、当該補助

当するもの 事業費又は当該間

接補助事業費の50

/100（但し、離島

において行うもの

にあっては、当該

補助事業費又は当

該間接補助事業費

の52/100）
(3) 用排水施設等利

活用保全整備工事

にあっては、当該

補助事業費又は当

該間接補助事業費

の50/100
(4) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(11) ため池等農地 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費又は

災害危機管理対策 整備事業実施要綱（平成25年 当該間接補助事業費

事業 ２月26日付け24農振第2170号 の50/100
農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第４及び別紙４－１の運

用別紙１のⅡの２の要件に該

当するもの

(12) ため池緊急防 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50

災対策事業 整備事業実施要綱（平成25年 /100
２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第４及び別紙４－１の運

用別紙１のⅡの２の要件に該

当するもの
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(13) ため池緊急防 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

災体制整備促進事 整備事業実施要綱（平成25年 又は当該間接補助

業 ２月26日付け24農振第2170号 事業費の50 /100
農林水産事務次官依命通知） （但し、農村地域

第５及び農村地域復興再生基 復興再生基盤総合

盤総合整備事業実施要領（平 整備事業実施要領

成25年２月26日付け24生畜第 （平成25年２月26

2233号・24農振第2171号農林 日付け24生畜第22

水産省生産局長、農村振興局 33号・24農振第21

長通知）第２の４の別紙４－ 71号農林水産省生

２の第４及び別紙４－１の運 産局長、農村振興

用別紙１のⅡの２の要件に該 局長通知）別紙４

当するもの －１の運用別紙１

のⅡの１の(10)の

ウの事業を除き、

実施要領別紙４－

２の第３の(10)の

ア又はイの区域で

実施するものにあ

っては、55/100）
(2) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(14) 湛水防除工事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費又は当該間

農林水産事務次官依命通知） 接補助事業費の55

第５及び農村地域復興再生基 /100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 小規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費又は当該間

水産省生産局長、農村振興局 接補助事業費の50

長通知）第２の４の別紙４－ /100
２の第５及び別紙４－１の運

用別紙１のⅢの２の要件に該

当するもの

(15) 農地侵食防止 農村地域復興再生基盤総合

工事 整備事業実施要綱（平成25年

２月26日付け24農振第2170号

ア 県営事業 農林水産事務次官依命通知） (1) 当該補助事業費

第５及び農村地域復興再生基 の50/100（但し、

盤総合整備事業実施要領（平 離にあっては、当

成25年２月26日付け24生畜第 該補助事業費又は

2233号・24農振第2171号農林 当該間接補助事業

水産省生産局長、農村振興局 費の52/100）
長通知）第２の４の別紙４－ (2) 農地侵食防止工
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２の第６及び別紙４－１の運 事と併せ行う関連

用別紙１のⅣの２の要件に該 工事であって、

当するもの ア 土地の平均傾斜

度が15度未満のも

のにあっては、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の45/100（但し、

北海道又は離島に

おいて行うものに

あっては、当該補

助事業費又は当該

間接補助事業費の

50/100）
イ 土地の平均傾斜

度が15度以上のも

のにあっては、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の50/100
(3) 農地侵食防止工

事と併せ行う関連

工事のうち地域防

災施設整備工事に

あっては、(1)及

び(2)の規定にか

かわらず、当該補

助事業費又は当該

間接補助事業費の

50/100

イ 団体営事業 (1) 農地侵食防止工

事にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100
(2) 農地浸食防止工

事と併せ行う関連

工事にあっては、

当該間接補助事業

費の45/100（但し、

離島において行う

ものにあっては、

当該間接補助事業

費50/100）
(3) 実施計画策定事

業にあっては、当

該間接補助事業費

の50/100

(16) 農地機能保全 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50
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対策工事 整備事業実施要綱（平成25年 /100
２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第６及び別紙４－１の運

用別紙１のⅣの２の要件に該

当するもの

(17) 特殊自然災害 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費又は

対策工事 整備事業実施要綱（平成25年 当該間接補助事業費

２月26日付け24農振第2170号 の50/100
農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第６及び別紙４－１の運

用別紙１のⅣの２の要件に該

当するもの

(18) 地盤沈下対策 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

工事 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費の55/100
農林水産事務次官依命通知） (2) 小規模事業にあ

第５及び農村地域復興再生基 っては、当該補助

盤総合整備事業実施要領（平 事業費の50/100
成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第７及び別紙４－１の運

用別紙１のⅥの２の要件に該

当するもの

(19) 農村地域環境 農村地域復興再生基盤総合 (1) 農地等防災保全

保全総合整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 対策工事にあって

２月26日付け24農振第2170号 は、事業等又は補

農林水産事務次官依命通知） 助対象事業の区分

第５及び農村地域復興再生基 の欄に掲げる農地

盤総合整備事業実施要領（平 防災事業のうち、

成25年２月26日付け24生畜第 (1)から(17)の事

2233号・24農振第2171号農林 業又は工事に対応

水産省生産局長、農村振興局 する補助率の欄に
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長通知）第２の４の別紙４－ 掲げる補助率

２の第８及び別紙４－１の運 (2) 関連工事にあっ

用別紙１のⅤの２の要件に該 ては、当該補助事

当するもの 業費の45/100
(3) 地域環境保全対

策工事にあって

は、当該補助事業

費の50/100

(20) 特定農業用管 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費又は

水路等特別対策事 整備事業実施要綱（平成25年 当該間接補助事業費

業 ２月26日付け24農振第2170号 の50/100
農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

２の第８及び別紙４－１の運

用別紙１のⅤの２の要件に該

当するもの

(21) 地域ため池総 農村地域復興再生基盤総合 (1) 調査計画事業に

合整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 あっては、当該補

２月26日付け24農振第2170号 助事業費50/100
農林水産事務次官依命通知） (2) 総合整備事業の

第５及び農村地域復興再生基 うち、

盤総合整備事業実施要領（平 ア 大規模事業にあ

成25年２月26日付け24生畜第 っては、当該補助

2233号・24農振第2171号農林 事業費55/100
水産省生産局長、農村振興局 イ 小規模事業にあ

長通知）第２の４の別紙４－ っては、当該補助

１の運用別紙１のⅦ及び運用 事業費の50 /100
別紙３の第５の要件に該当す （但し、離島にお

るもの いて行うものにあ

っては、当該補助

事業費の52/100）
ウ 農村地域復興再

生基盤総合整備事

業実施要領（平成

25年２月26日付け

24生畜第2233号・

24農振第2171号農

林水産省生産局

長、農村振興局長

通知）運用別紙３

第５の２の(8)の

要件に該当するも

のにあっては、ア

-28-



及びイの規定にか

かわらず、当該補

助事業費の55/100
（但し、離島にお

いて行うものにあ

っては、当該補助

事業費の60/100）

(22) 農業用河川工 農村地域復興再生基盤総合 (1) 大規模事業にあ

作物応急対策工事 整備事業実施要綱（平成25年 っては、当該補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費の55/100
農林水産事務次官依命通知） (2) 小規模事業のう

第５及び農村地域復興再生基 ち、

盤総合整備事業実施要領（平 ア 県及び市町村が

成25年２月26日付け24生畜第 行うものにあって

2233号・24農振第2171号農林 は、当該補助事業

水産省生産局長、農村振興局 費又は当該間接補

長通知）第２の４の別紙４－ 助事業費の50/100
１の運用別紙１のⅧ及び運用 （但し、離島にお

別紙４の第１の１の要件に該 いて行うものにあ

当するもの っては、当該補助

事業費又は当該間

接補助事業費の52

/100）
イ 土地改良区等が

行うものにあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の50/100
（但し、離島にお

いて行うものにあ

っては、当該補助

事業費又は当該間

接補助事業費の60

/100）

(23) 農業用道路横 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費又は

断工作物緊急対策 整備事業実施要綱（平成25年 当該間接補助事業費

事業 ２月26日付け24農振第2170号 の50/100
農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

１の運用別紙１のⅧ及び運用

別紙４の第１の２の要件に該

当するもの
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(24) 土地改良施設 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

耐震対策事業 整備事業実施要綱（平成25年 の50/100
２月26日付け24農振第2170号 (2) 離島において行

農林水産事務次官依命通知） うものにあって

第５及び農村地域復興再生基 は、(1)の規定に

盤総合整備事業実施要領（平 かかわらず、当該

成25年２月26日付け24生畜第 補助事業費の52/1
2233号・24農振第2171号農林 00

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の４の別紙４－

１の運用別紙１のⅨ及び運用

別紙５の第３の要件に該当す

るもの

(25) 農村災害対策 農村地域復興再生基盤総合 (1) 調査計画事業に

整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 あっては、当該補

２月26日付け24農振第2170号 助事業費又は当該

農林水産事務次官依命通知） 間接補助事業費の

第５及び農村地域復興再生基 50/100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) 整備事業にあっ

成25年２月26日付け24生畜第 ては、当該補助事

2233号・24農振第2171号農林 業費又は当該間接

水産省生産局長、農村振興局 補助事業費の50/1
長通知）第２の４の別紙４－ 00（但し、農村地

１の運用別紙１のⅩ及び運用 域復興再生基盤総

別紙２の第４の要件に該当す 合整備事業実施要

るもの 領（平成25年２月

26日付け24生畜第

2233号・24農振第

2171号農林水産省

生産局長、農村振

興局長通知）取扱

別紙２の第４の２

の(1)のウの要件

に該当するもの

（団体営事業にあ

っては、同ウの「農

村振興局長が別に

定める要件を満た

す地域」で実施す

るもの）にあって

は、当該補助事業

費又は当該間接補

助事業費の55/100
（但し、離島にお

いて行うものにあ

っては、当該補助

事業費の又は当該

間接補助事業費の

60/100））
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(26) ため池群整備 農村地域復興再生基盤総合 (1) 調査計画事業に

事業 整備事業実施要綱（平成25年 あっては、当該補

２月26日付け24農振第2170号 助事業費又は当該

農林水産事務次官依命通知） 間接補助事業費の

第５及び農村地域復興再生基 50/100
盤総合整備事業実施要領（平 (2) ため池群整備工

成25年２月26日付け24生畜第 事のうち、

2233号・24農振第2171号農林 ア 大規模事業に

水産省生産局長、農村振興局 あっては、当該

長通知）第２の４の別紙４－ 補助事業費の55/
１の運用別紙１のⅪ及び運用 100

別紙６の第４の要件に該当す イ 小規模事業に

るもの あっては、当該

補助事業費の50

/100（但し、以

下に掲げる場合

には、それぞれ

以下に定める補

助率とする。）

(ｱ) 農村振興局

長が別に定め

る地域で行う

ものにあって

は、当該補助

事業費の55/1
00

(ｲ) 離島におい

て行うものに

あっては、(ｱ)

の規定にか

かわらず当該

補助事業費の

60/100
(3) ため池群管理体

制整備事業にあっ

ては、当該補助事

業費又は間接補助

事業費の50 /100
（但し、農村振興

局長が別に定める

地域で行うものに

あっては、当該補

助事業費又は当該

間接補助事業費の

55/100）

５ 震災対策農業水 農村地域復興再生基盤総合 (1) 耐震性点検・調

利施設整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 査計画事業にあっ

２月26日付け24農振第2170号 ては、当該補助事
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農林水産事務次官依命通知） 業費又は当該間接

第５及び農村地域復興再生基 補助事業費の50％

盤総合整備事業実施要領（平 (2) 耐震化整備事業

成25年２月26日付け24生畜第 のうち、

2233号・24農振第2171号農林 ア 大規模事業にあ

水産省生産局長、農村振興局 っては、当該補助

長通知）第２の５の別紙５－ 事業費又は当該間

１の第４の要件に該当するも 接補助事業費の55

の ％

イ 小規模事業にあ

っては、当該補助

事業費又は当該間

接補助事業費の50

％

６ 地すべり対策事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 地すべり防止工

業 整備事業実施要綱（平成25年 事にあっては、当

２月26日付け24農振第2170号 該補助事業費の

農林水産事務次官依命通知） 1 / 2
第５及び農村地域復興再生基 (2) 関連工事のう

盤総合整備事業実施要領（平 ち、

成25年２月26日付け24生畜第 ア 区画整理及び暗

2233号・24農振第2171号農林 渠排水にあって

水産省生産局長、農村振興局 は、当該補助事業

長通知）第２の６の別紙６－ 費の1 / 3
１の要件に該当するもの イ 農道の整備のう

ち、

① 傾斜度が15度

未満である場合

にあっては、当

該補助事業費の

45/100
② 傾斜度が15度

以上である場合

にあっては、当

該補助事業費の

1 / 2
(3) かんがい排水施

設及びため池の整

備にあっては、当

該補助事業費の

1 / 2

７ 農業集落排水事 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

業 整備事業実施要綱（平成25年 又は当該間接補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費の50％

農林水産事務次官依命通知） (2) 機能診断調査及

第５及び農村地域復興再生基 び 適整備構想の

盤総合整備事業実施要領（平 策定にあっては、

成25年２月26日付け24生畜第 (1)の規定にかか
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2233号・24農振第2171号農林 わらず、定額（但

水産省生産局長、農村振興局 し、機能診断調査

長通知）第２の７の別紙７－ にあっては一処理

１の要件に該当するもの 区当たり200万円、

適整備構想の策

定にあっては一市

町村当たり500万

円を、それぞれ助

成の限度額とす

る。）

８ 中山間地域総合 農村地域復興再生基盤総合 (1) 当該補助事業費

整備事業 整備事業実施要綱（平成25年 又は当該間接補助

２月26日付け24農振第2170号 事業費の55％

農林水産事務次官依命通知） (2) 離島において行

第５及び農村地域復興再生基 うものにあって

盤総合整備事業実施要領（平 は、(1)の規定に

成25年２月26日付け24生畜第 かかわらず、当該

2233号・24農振第2171号農林 補助事業費又は当

水産省生産局長、農村振興局 該間接補助事業費

長通知）第２の８の別紙８－ の60％

１の要件に該当するもの

９ 草地畜産基盤整 農村地域復興再生基盤総合 当該補助事業費の50

備事業 整備事業実施要綱（平成25年 ％（但し、基本施設

２月26日付け24農振第2170号 整備事業及び利用施

農林水産事務次官依命通知） 設整備事業のうち草

第５及び農村地域復興再生基 地林地総合整備型に

盤総合整備事業実施要領（平 あっては、当該補助

成25年２月26日付け24生畜第 事業費の55％）

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の９の別紙９の

要件に該当するもの

10 農村地域復興再 農村地域復興再生基盤総合 定額

生基盤総合整備実 整備事業実施要綱（平成25年

施計画 ２月26日付け24農振第2170号

農林水産事務次官依命通知）

第５及び農村地域復興再生基

盤総合整備事業実施要領（平

成25年２月26日付け24生畜第

2233号・24農振第2171号農林

水産省生産局長、農村振興局

長通知）第２の10の別紙10の

要件に該当するもの

(8)・(9）（略） （略） （略） （略） （略） (9)・(10)（略） （略） （略） （略） （略）
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(10) 都道府県 （削る） (11) 都道府県 １ 一般型

が行う水利施 （削る） （削る） （削る） （削る） が行う水利施 (1) 基幹水利施設整 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費 事業等又は

設等保全高度 設等保全高度 備型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％ 補助事業の

化事業、市町 化事業、市町 付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において 区分の欄の

村及び土地改 村及び土地改 事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって １の一般型

良区等が行う 良区等が行う の要件に該当するもの は、(1)の規定に 又は２の特

水利施設等保 水利施設等保 かかわらず、当該 別型と併せ

全高度化事業 全高度化事業 補助事業費の80％ 行う農村地

に要する経費 に要する経費 (3) 奄美群島におい 域防災減災

に対し都道府 に対し都道府 て行うものにあっ 事業の補助

県が補助する 県が補助する ては、(1)の規定 率について

事業 事業 にかかわらず、当 は、農地防

該補助事業費の65 災事業等補

％ 助金交付要

綱（昭和38

年８月30日

(2) 農業用水再編対 水利施設等保全高度化事業 当該補助事業費の50 当該補助事業費 付け31農地

策型 実施要綱（平成30年３月30日 ％ の50％ 第4122号農

付け29農振第2702号農林水産 林事務次官

事務次官依命通知）第６の１ 依命通知）

の要件に該当するもの によるもの

とする。

(3) 地域用水機能増 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

進型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって

の要件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

(4) 流域水質保全機 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

能増進型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって

の要件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65
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％

(5) 排水対策特別型 水利施設等保全高度化事業 当該補助事業費の50 当該補助事業費

実施要綱（平成30年３月30日 ％ の50％

付け29農振第2702号農林水産

事務次官依命通知）第６の１

の要件に該当するもの

(6) 基幹水利施設保 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

全型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって

の要件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

（ただし、機能保

全計画の策定は除

く。）

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％（ただし、機能

保全計画の策定は

除く。）

(7) 水利施設集約再 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

編型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって

の要件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

１ 水利施設整備事 （新設）

業

(1) 基幹水利施設整 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費 事業等又は （新設） （新設） （新設） （新設）

備型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％ 補助事業の

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において 区分の欄の
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事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって １の水利施

件に該当するもの は、(1)の規定に 設整備事業

かかわらず、当該 （(10)の事

補助事業費の80％ 業を除く。）

(3) 奄美群島におい 又は２の畑

て行うものにあっ 地帯総合整

ては、(1)の規定 備事業と併

にかかわらず、当 せ行う農村

該補助事業費の65 地域防災減

％ 災事業の補

助率につい

ては、農地

(2) 農業用水再編対 水利施設等保全高度化事業 当該補助事業費の50 当該補助事業費 防災事業等

策型 実施要綱（平成30年３月30日 ％ の50％ 補助金交付

付け29農振第2702号農林水産 要綱（昭和

事務次官依命通知）第６の要 38年８月30

件に該当するもの 日付け31農

地第4122号

農林事務次

(3) 地域用水機能増 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費 官 依 命 通

進型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％ 知）による

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において も の と す

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって る。

件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

(4) 流域水質保全機 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

能増進型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって

件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

(5) 排水対策特別型 水利施設等保全高度化事業 当該補助事業費の50 当該補助事業費
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実施要綱（平成30年３月30日 ％ の50％

付け29農振第2702号農林水産

事務次官依命通知）第６の要

件に該当するもの

(6) 基幹水利施設保 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

全型 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 又は当該間接補

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 助事業費の50％

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において

件に該当するもの 行うものにあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費又は当

該間接補助事業費

の80％（ただし、

機能保全計画の策

定は除く。）

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％（ただし、

機能保全計画の策

定は除く。）

(7) 水利施設集約再 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

編型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって

件に該当するもの は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の80％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

(8) 洪水調節機能強 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

化型 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 費の50％

件に該当するもの 行うものにあって (2) 緊急水管理

は、(1)の規定に システム整備
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かかわらず、当該 事業を実施す

補助事業費又は当 るものにあっ

該間接補助事業費 ては、(1)の

の80％ 規定にかかわ

(3) 奄美群島におい らず定額

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

(4) 緊急水管理シス

テム整備事業を実

施するものにあっ

ては、(1)～(3)の

規定にかかわらず

定額

(9) 農地集積促進型 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

実施要綱（平成30年３月30日 の50％ 業費の50％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において (2) 離島、特別

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって 豪雪地帯、振

件に該当するもの（ただし、 は、(1)の規定に 興山村、半島

農業経営高度化支援事業を除 かかわらず、当該 振興対策実施

く。） 補助事業費の80％ 地域、過疎地

(3) 離島、特別豪雪 域、特定農山

地帯、振興山村、 村地域、急傾

半島振興対策実施 斜地帯又は指

地域、過疎地域、 定棚田地域に

特定農山村地域、 おいて行うも

急傾斜地帯又は指 の にあって

定棚田地域におい は、(1)の規

て行うものにあっ 定にかかわら

ては、(1)の規定 ず、当該補助

にかかわらず、当 事業費の55％

該補助事業費の55

％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％

(10) 簡易整備型 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 費の50％（た
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件に該当するもの 行うものにあって だし、北海道

は、(1)の規定に が事業実施主

かかわらず、当該 体となり、畑

補助事業費又は当 地帯において

該間接補助事業費 整備を行うも

の80％ の にあって

(3) 離島、特別豪雪 は、当該補助

地帯、振興山村、 事業費の5 2

半島振興対策実施 ％）

地域、過疎地域、 (2) 離島、特別

特定農山村地域、 豪雪地帯、振

急傾斜地帯又は指 興山村、半島

定棚田地域におい 振興対策実施

て行うものにあっ 地域、過疎地

ては、(1)の規定 域、特定農山

にかかわらず、当 村地域、急傾

該補助事業費又は 斜地帯又は指

当該間接補助事業 定棚田地域に

費の55％ おいて行うも

(4) 奄美群島におい の にあって

て行うものにあっ は、(1)の規

ては、(1)の規定 定にかかわら

にかかわらず、当 ず、当該補助

該補助事業費又は 事業費又は当

当該間接補助事業 該間接補助事

費の60％（ただし、 業費の55％

鹿児島県が事業実

施主体となって行

うもののうち水田

地帯において農業

用用排水施設の整

備を行うものにあ

っては、当該補助

事業費の65％、畑

地帯において行う

ものにあっては、

当該補助事業費の

2/3）

(11) 農業経営高度 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

化支援事業 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 費の50％

件に該当するもののうち農業 行うものにあって (2) 離島、特別

経営高度化支援事業 は、(1)の規定に 豪雪地帯、振

かかわらず、当該 興山村、半島

補助事業費又は当 振興対策実施

該間接補助事業費 地域、過疎地

の80％ 域、特定農山
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(3) 離島、特別豪雪 村地域、急傾

地帯、振興山村、 斜地帯又は指

半島振興対策実施 定棚田地域に

地域、過疎地域、 おいて行うも

特定農山村地域、 の にあって

急傾斜地帯又は指 は、(1)の規

定棚田地域におい 定にかかわら

て行うものにあっ ず、当該補助

ては、(1)の規定 事業費又は当

にかかわらず、当 該間接補助事

該補助事業費又は 業費の55％

当該間接補助事業

費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

（削る） ２ 特別型

(1) 産地収益力向上

型

（削る） （削る） （削る） ア 高収益作物導 (1) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

入促進型 業実施要綱（平成30年３月 の50％ 業費の50％

30日付け29農振第2702号農 (2) 沖縄県において (2) 離島、特別

林水産事務次官依命通知） 行うものにあって 豪雪地帯、振

第６の１の要件に該当する は、(1)の規定に 興山村、半島

もの（ただし、農業経営高 かかわらず、当該 振興対策実施

度化支援事業を除く） 補助事業費の80％ 地域、過疎地

(3) 離島、特別豪雪 域、特定農山

地帯、振興山村、 村地域、急傾

半島振興対策実施 斜畑地帯又は

地域、過疎地域、 指定棚田地域

特定農山村地域、 において行う

急傾斜畑地帯又は ものにあって

指定棚田地域にお は、(1)の規

いて行うものにあ 定にかかわら

っては、(1)の規 ず、当該補助

定にかかわらず、 事業費の55％

当該補助事業費の

55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65

％
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(2) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

業実施要綱（平成30年３ 又は当該間接補助 業費又は当該

月30日付け29農振第2702 事業費の50％ 間接補助事業

号農林水産事務次官依命 (2) 沖縄県において 費の50％

通知）第６の１の要件に 行うものにあって (2) 離島、特別

該当するもののうち農業 は、(1)の規定に 豪雪地帯、振

経営高度化支援事業 かかわらず、当該 興山村、半島

補助事業費又は当 振興対策実施

該間接補助事業費 地域、過疎地

の80％ 域、特定農山

(3) 離島、特別豪雪 村地域、急傾

地帯、振興山村、 斜畑地帯又は

半島振興対策実施 指定棚田地域

地域、過疎地域、 において行う

特定農山村地域、 ものにあって

急傾斜畑地帯又は は、(1)の規

指定棚田地域にお 定にかかわら

いて行うものにあ ず、当該補助

っては、(1)の規 事業費又は当

定にかかわらず、 該間接補助事

当該補助事業費又 業費の55％

は当該間接補助事

業費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

イ 高収益作物転 (1) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

換型 業実施要綱（平成30年３月 又は当該間接補助 業費又は当該

30日付け29農振第2702号農 事業費の50％ 間接補助事業

林水産事務次官依命通知） (2) 沖縄県において 費の50％

第６の１の要件に該当する 行うものにあって (2) 離島、特別

もの（ただし、農業経営高 は、(1)の規定に 豪雪地帯、振

度化支援事業を除く。） かかわらず、当該 興山村、半島

補助事業費又は当 振興対策実施

該間接補助事業費 地域、過疎地

の80％ 域、特定農山

(3) 離島、特別豪雪 村地域、急傾

地帯、振興山村、 斜地帯又は指

半島振興対策実施 定棚田地域に

地域、過疎地域、 おいて行うも

特定農山村地域、 のにあって

急傾斜地帯又は指 は、(1)の規
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定棚田地域におい 定にかかわら

て行うものにあっ ず、当該補助

ては、(1)の規定 事業費又は当

にかかわらず、当 該間接補助事

該補助事業費又は 業費の55％

当該間接補助事業

費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

(2) 水利施設等保全高度化事 (1) 高度土地利用調 (1) 高度土地利

業実施要綱（平成30年３月 整事業及び耕地利 用調整事業及

30日付け29農振第2702号農 用高度化事業にあ び耕地利用高

林水産事務次官依命通知） っては、当該補助 度化事業にあ

第６の１の要件に該当する 事業費又は当該間 っては、高度

もののうち農業経営高度化 接補助事業費の50 土地利用調整

支援事業 ％ 事業及び耕地

(2) 高度土地利用調 利用高度化事

整事業及び耕地利 業にあって

用高度化事業にあ は、当該補助

っては、沖縄県に 事業費又は当

おいて行うものに 該間接補助事

あっては、(1)の 業費の50％

規定にかかわら (2) 高度土地利

ず、当該補助事業 用調整事業及

費又は当該間接補 び耕地利用高

助事業費の80％ 度化事業にあ

(3) 高度土地利用調 って、離島、

整事業及び耕地利 特別豪雪地

用高度化事業にあ 帯、振興山村、

っては、離島、特 半島振興対策

別豪雪地帯、振興 実施地域、過

山村、半島振興対 疎地域、特定

策実施地域、過疎 農山村地域、

地域、特定農山村 急傾斜地帯又

地域、急傾斜畑地 は指定棚田地

帯又は指定棚田地 域において行

域において行うも うものにあっ

のにあっては、(1) ては、(1)の

の規定にかかわら 規定にかかわ

ず、当該補助事業 らず、当該補

費又は当該間接補 助事業費又は

助事業費の55％ 当該間接補助

(4) 高度土地利用調 事業費の55％
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整事業及び耕地利 (3) 農業経営高

用高度化事業にあ 度化促進事業

っては、奄美群島 の産地形成支

において行うもの 援事業にあっ

にあっては、(1) ては、当該補

の規定にかかわら 助事業費又は

ず、当該補助事業 当該間接補助

費又は当該間接補 事業費の6％

助事業費の65％ (4) 農業経営高

(5) 農業経営高度化 度化促進事業

促進事業の産地形 の産地形成支

成支援事業にあっ 援事業にあっ

ては、当該補助事 て、離島、特

業費又は当該間接 別豪雪地帯、

補助事業費の10％ 振興山村、半

(6) 農業経営高度化 島振興対策実

促進事業の産地形 施地域、過疎

成支援事業にあっ 地域、特定農

て、離島、特別豪 山村地域、急

雪地帯、振興山村、 傾斜地帯又は

半島振興対策実施 指定棚田地域

地域、過疎地域、 において行う

特定農山村地域、 ものにあって

急傾斜地帯又は指 は、(3)の規

定棚田地域におい 定にかかわら

て行うものにあっ ず、当該補助

ては、(5)の規定 事業費又は当

にかかわらず、当 該間接補助事

該補助事業費又は 業費の2％

当該間接補助事業

費の6％

(7) 農業経営高度化

促進事業の産地形

成支援事業にあっ

て、沖縄県におい

て行うものにあっ

ては、(5)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の2％

(8) 農業経営高度化

促進事業の産地形

成支援事業にあっ

て、奄美群島にお

いて行うものにあ

っては、(5)の規

定にかかわらず、

当該補助事業費又

は当該間接補助事
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業費の1.5％

ウ 畑地帯総合整 (1) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

備型 業実施要綱（平成30年３ の50％ 業費の52％

(ｱ) 畑地帯担い手 月30日付け29農振第2702 (2) 沖縄県において (2) 離島、特別

育成型 号農林水産事務次官依命 行うものにあって 豪雪地帯、振

通知）第６の１の要件に は、(1)の規定に 興山村、半島

該当するもの（ただし、 かかわらず、当該 振興対策実施

農業経営高度化支援事業 補助事業費の75％ 地域、過疎地

を除く） (3) 離島、特別豪雪 域、特定農山

地帯、振興山村、 村地域、急傾

半島振興対策実施 斜地帯又は指

地域、過疎地域、 定棚田地域に

特定農山村地域、 おいて行うも

急傾斜地帯又は指 のにあって

定棚田地域におい は、(1)の規

て行うものにあっ 定にかかわら

ては、(1)の規定 ず、当該補助

にかかわらず、当 事業費の55％

該補助事業費の55

％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

(2) 水利施設等保全高度化事 当該補助事業費又は 当該補助事業費

業実施要綱（平成30年３月 当該間接補助事業費 又は当該間接補

30日付け29農振第2702号農 の50％ 助事業費の50％

林水産事務次官依命通知）

第６の１の要件に該当する

もののうち農業経営高度化

支援事業

(ｲ) 畑地帯担い手 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

育支援型 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ 業費の52％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において (2) 営農用水事

事務次官依命通知）第６の１ 行うものにあって 業を単独で行

の要件に該当するもの は、(1)の規定に う場合にあっ

かかわらず、当該 ては、当該補

補助事業費の75％ 助事業費の45

(3) 離島において行 ％

うものにあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該
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補助事業費の52％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

(5) 営農用水事業を

単独で行う場合に

あっては、(1)か

ら(4)までの規定

にかかわらず、当

該補助事業費の45

％（ただし、沖縄

県において行うも

のにあっては当該

補助事業費の75

％、離島において

行うものにあって

は当該補助事業費

の50％、奄美群島

において行うもの

にあっては当該補

助事業費の52％）

(2) 農地集積促進型 (1) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

業実施要綱（平成30年３月 の50％ 業費の50％

30日付け29農振第2702号農 (2) 沖縄県において (2) 離島、特別

林水産事務次官依命通知） 行うものにあって 豪雪地帯、振

第６の１の要件に該当する は、(1)の規定に 興山村、半島

もの（但し、農業経営高度 かかわらず、当該 振興対策実施

化支援事業を除く。） 補助事業費の80％ 地域、過疎地

(3) 離島、特別豪雪 域、特定農山

地帯、振興山村、 村地域、急傾

半島振興対策実施 斜地帯又は指

地域、過疎地域、 定棚田地域に

特定農山村地域、 おいて行うも

急傾斜地帯又は指 のにあって

定棚田地域におい は、(1)の規

て行うものにあっ 定にかかわら

ては、(1)の規定 ず、当該補助

にかかわらず、当 事業費の55％

該補助事業費の55

％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の65
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％

(2) 水利施設等保全高度化事 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

業実施要綱（平成30年３月 又は当該間接補助 業費又は当該

30日付け29農振第2702号農 事業費の50％ 間接補助事業

林水産事務次官依命通知） (2) 沖縄県において 費の50％

第６の１の要件に該当する 行うものにあって (2) 離島、特別

もののうち農業経営高度化 は、(1)の規定に 豪雪地帯、振

支援事業 かかわらず、当該 興山村、半島

補助事業費又は当 振興対策実施

該間接補助事業費 地域、過疎地

の80％ 域、特定農山

(3) 離島、特別豪雪 村地域、急傾

地帯、振興山村、 斜地帯又は指

半島振興対策実施 定棚田地域に

地域、過疎地域、 おいて行うも

特定農山村地域、 のにあって

急傾斜地帯又は指 は、(1)の規

定棚田地域におい 定にかかわら

て行うものにあっ ず、当該補助

ては、(1)の規定 事業費又は当

にかかわらず、当 該間接補助事

該補助事業費又は 業費の55％

当該間接補助事業

費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又当

該間接補助事業費

の65％

２ 畑地帯総合整備 （新設）

事業

(1) 畑地帯総合整備

型

ア 担い手育成対 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事 （新設） （新設） （新設）

策 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ 業費の52％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において (2) 離島、特別

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって 豪雪地帯、振

件に該当するもの（ただし、 は、(1)の規定に 興山村、半島

農業経営高度化支援事業を除 かかわらず、当該 振興対策実施

く） 補助事業費の75％ 地域、過疎地

(3) 離島、特別豪雪 域、特定農山

地帯、振興山村、 村地域、急傾

半島振興対策実施 斜地帯又は指

地域、過疎地域、 定棚田地域に

特定農山村地域、 おいて行うも
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急傾斜地帯又は指 の にあって

定棚田地域におい は、(1)の規

て行うものにあっ 定にかかわら

ては、(1)の規定 ず、当該補助

にかかわらず、当 事業費の55％

該補助事業費の55

％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

イ 担い手支援対 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

策 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ 業費の52％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において (2) 営農用水事

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって 業を単独で行

件に該当するもの は、(1)の規定に う場合にあっ

かかわらず、当該 ては、当該補

補助事業費の75％ 助事業費の45

(3) 離島において行 ％

うものにあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の52％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

(5) 営農用水事業を

単独で行う場合に

あっては、(1)か

ら(4)までの規定

にかかわらず、当

該補助事業費の45

％（ただし、沖縄

県において行うも

のにあっては当該

補助事業費の75

％、離島において

行うものにあって

は当該補助事業費

の50％、奄美群島

において行うもの

にあっては当該補

助事業費の52％）

-47-



(2) 畑地帯総合整備

中山間地域型

ア 担い手育成対 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費

策 実施要綱（平成30年３月30日 の55％ の55％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって

件に該当するもの（ただし、 は、(1)の規定に

農業経営高度化支援事業を除 かかわらず、当該

く） 補助事業費の75％

(3) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

イ 担い手支援対 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

策 実施要綱（平成30年３月30日 の50％ 業費の52％

付け29農振第2702号農林水産 (2) 沖縄県において (2) 営農用水事

事務次官依命通知）第６の要 行うものにあって 業を単独で行

件に該当するもの は、(1)の規定に う場合にあっ

かかわらず、当該 ては、当該補

補助事業費の75％ 助事業費の45

(3) 離島において行 ％

うものにあって

は、(1)の規定に

かかわらず、当該

補助事業費の52％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費の2/

3

(5) 営農用水事業を

単独で行う場合に

あっては、(1)か

ら(4)までの規定

にかかわらず、当

該補助事業費の45

％（ただし、沖縄

県において行うも

のにあっては当該

補助事業費の75

％、離島において

行うものにあって

は当該補助事業費
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の50％、奄美群島

において行うもの

にあっては当該補

助事業費の52％）

(3) 高収益作物導入 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

促進型 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費の50％

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ (2) 離島、特別

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 豪雪地帯、振

件に該当するもの（ただし、 行うものにあって 興山村、半島

農業経営高度化支援事業を除 は、(1)の規定に 振興対策実施

く。） かかわらず、当該 地域、過疎地

補助事業費又は当 域、特定農山

該間接補助事業費 村地域、急傾

の80％ 斜畑地帯又は

(3) 離島、特別豪雪 指定棚田地域

地帯、振興山村、 において行う

半島振興対策実施 ものにあって

地域、過疎地域、 は、(1)の規

特定農山村地域、 定にかかわら

急傾斜地帯又は指 ず、当該補助

定棚田地域におい 事業費の55％

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

(4) 高収益作物転換 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

型 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 費の50％

件に該当するもの（ただし、 行うものにあって (2) 離島、特別

農業経営高度化支援事業を除 は、(1)の規定に 豪雪地帯、振

く。） かかわらず、当該 興山村、半島

補助事業費又は当 振興対策実施

該間接補助事業費 地域、過疎地

の80％ 域、特定農山

(3) 離島、特別豪雪 村地域、急傾

地帯、振興山村、 斜地帯又は指
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半島振興対策実施 定棚田地域に

地域、過疎地域、 おいて行うも

特定農山村地域、 の にあって

急傾斜地帯又は指 は、(1)の規

定棚田地域におい 定にかかわら

て行うものにあっ ず、当該補助

ては、(1)の規定 事業費又は当

にかかわらず、当 該間接補助事

該補助事業費又は 業費の55％

当該間接補助事業

費の55％

(4) 奄美群島におい

て行うものにあっ

ては、(1)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の65％

(5) 農業経営高度化 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

支援事業 実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の要 (2) 沖縄県において 費の50％（た

件に該当するもののうち農業 行うものにあって だし、畑地帯

経営高度化支援事業 は、(1)の規定に 総合整備型又

かかわらず、当該 は畑地帯総合

補助事業費又は当 整備中山間地

該間接補助事業費 域型として実

の80％（ただし、 施する場合の

畑地帯総合整備型 あっては、当

又は畑地帯総合整 該補助事業費

備中山間地域型と 又は当該間接

して実施する場合 補助事業費の

のあっては、当該 52％）

補助事業費又は当 (2) 離島、特別

該間接補助事業費 豪雪地帯、振

の75％） 興山村、半島

(3) 離島、特別豪雪 振興対策実施

地帯、振興山村、 地域、過疎地

半島振興対策実施 域、特定農山

地域、過疎地域、 村地域、急傾

特定農山村地域、 斜地帯又は指

急傾斜畑地帯又は 定棚田地域に

指定棚田地域にお おいて行うも

いて行うものにあ の にあって

っては、(1)の規 は、(1)の規

定にかかわらず、 定にかかわら

当該補助事業費又 ず、当該補助

は当該間接補助事 事業費又は当
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業費の55％ 該間接補助事

(4) 奄美群島におい 業費の55％

て行うものにあっ (3) 農業経営高

ては、(1)の規定 度化促進事業

にかかわらず、当 の産地形成支

該補助事業費又は 援事業にあっ

当該間接補助事業 ては、当該補

費の65％（ただし、 助事業費又は

畑地帯総合整備型 当該間接補助

又は畑地帯総合整 事業費の6％

備中山間地域型と (4) 農業経営高

して実施する場合 度化促進事業

のあっては、当該 の産地形成支

補助事業費又は当 援事業にあっ

該間接補助事業費 て、離島、特

の2/3） 別豪雪地帯、

(5) 農業経営高度化 振興山村、半

促進事業の産地形 島振興対策実

成支援事業にあっ 施地域、過疎

ては、当該補助事 地域、特定農

業費又は当該間接 山村地域、急

補助事業費の10％ 傾斜地帯又は

(6) 農業経営高度化 指定棚田地域

促進事業の産地形 において行う

成支援事業にあっ ものにあって

て、離島、特別豪 は、(3)の規

雪地帯、振興山村、 定にかかわら

半島振興対策実施 ず、当該補助

地域、過疎地域、 事業費又は当

特定農山村地域、 該間接補助事

急傾斜地帯又は指 業費の2％

定棚田地域におい

て行うものにあっ

ては、(5)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の6％

(7) 農業経営高度化

促進事業の産地形

成支援事業にあっ

て、沖縄県におい

て行うものにあっ

ては、(5)の規定

にかかわらず、当

該補助事業費又は

当該間接補助事業

費の2％

(8) 農業経営高度化

促進事業の産地形
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成支援事業にあっ

て、奄美群島にお

いて行うものにあ

っては、(5)の規

定にかかわらず、

当該補助事業費又

は当該間接補助事

業費の1.5％

（削る） （削る） （削る） （削る） ３ 簡易整備型 水利施設等保全高度化事業 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

実施要綱（平成30年３月30日 又は当該間接補助 業費又は当該

付け29農振第2702号農林水産 事業費の50％ 間接補助事業

事務次官依命通知）第６の１ (2) 沖縄県において 費の50％（た

の要件に該当するもの 行うものにあって だし、北海道

は、(1)の規定に が事業実施主

かかわらず、当該 体となり、畑

補助事業費又は当 地帯において

該間接補助事業費 整備を行うも

の80％ のにあって

(3) 離島、特別豪雪 は、当該補助

地帯、振興山村、 事業費の5 2

半島振興対策実施 ％）

地域、過疎地域、 (2) 離島、特別

特定農山村地域、 豪雪地帯、振

急傾斜地帯又は指 興山村、半島

定棚田地域におい 振興対策実施

て行うものにあっ 地域、過疎地

ては、(1)の規定 域、特定農山

にかかわらず、当 村地域、急傾

該補助事業費又は 斜地帯又は指

当該間接補助事業 定棚田地域に

費の55％ おいて行うも

(4) 奄美群島におい のにあって

て行うものにあっ は、(1)の規

ては、(1)の規定 定にかかわら

にかかわらず、当 ず、当該補助

該補助事業費又は 事業費又は当

当該間接補助事業 該間接補助事

費の60％（ただし、 業費の55％

鹿児島県が事業実

施主体となって行

うもののうち水田

地帯において農業

用用排水施設の整

備を行うものにあ

っては、当該補助

事業費の65％、畑

地帯において行う

ものにあっては、

当該補助事業費の
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2/3）

３ 実施計画策定事 水利施設等保全高度化事業 (1)～(5)（略） (1)～(3)（略） ４ 実施計画策定事 （新設） (1)～(5)（略） (1)～(3)（略）

業 実施要綱（平成30年３月30日 (削る) (削る) 業 (6) 水利用調整事業 (4) 水利用調整

付け29農振第2702号農林水産 のうち、基礎的取 事業のうち、

事務次官依命通知）第６の要 組及び追加的取組 基礎的取組及

件に該当するもの において行うもの び追加的取組

にあっては定額 において行う

ものにあって

は定額

(6) 水利用調整事業 (4) 水利用調整 (新設） (新設)

のうち、水田農業 事業のうち、

高収益化推進計画 水田農業高収

に係る産地推進計 益化推進計画

画に必要な水利使 に係る産地推

用の見直しの場合 進計画に必要

にあっては、(1) な水利使用の

から(4)までの規 見直しの場合

定にかかわらず、 にあっては、

定額 (1)及び(2)ま

での規定にか

かわらず、定

額

(11)（略） （略） （略） （略） （略） (12)（略） （略） （略） （略） （略）

(12) 都道府県 水利施設管理強化事 水利施設管理強化事業実施 当該補助事業費又は 当該補助事業費 （新設） （新設） （新設） （新設） （新設）

が行う水利施 業 要綱（令和３年３月29日付け 当該間接補助事業費 又は当該間接補

設管理強化事 ２農振第3534号農林水産事務 の1/2 助事業費の1/2

業及び市町村 次官依命通知）第２掲げる事

が行う水利施 業に該当するもの。

設管理強化事

業に要する経

費に対し都道

府県が補助す

る事業

(13) 都道府県 １ 農業集落排水施 農村整備事業実施要綱（令 (1) 当該補助事業費 当該補助事業費 （新設） （新設） （新設） （新設） （新設）

が行う農村整 設整備事業 和３年４月１日付け２農振第 の50％（ただし、 の50％

備事業、市町 2736号農林水産事務次官依命 沖縄県において行

村が行う農村 通知）第６の要件に該当する うものにあって

整備事業に要 もの は、当該補助事業

する経費に対 費の75％、奄美群

し都道府県が 島において行うも

補助する事業 のにあっては、当

該補助事業費の60

％）

(2) 調査計画策定に

あっては、(1)の

規定にかかわら
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ず、当該補助事業

費の50％

２ 農道・集落道整 農村整備事業実施要綱（令 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

備事業 和３年４月１日付け２農振第 の50％（ただし、 業費の55％

2736号農林水産事務次官依命 集落道の整備であ (2) 調査計画策

通知）第６の要件に該当する って振興山村、半 定 にあって

もの 島振興対策実施地 は、(1)の規

域、過疎地域、特 定にかかわら

定農山村地域又は ず、当該補助

指定棚田地域にお 事業費の50％

いて行うもの、離

島において行うも

の及び水源地域対

策関連事業にあっ

ては、当該補助事

業費の55％、沖縄

県において行うも

のにあっては、当

該補助事業費の85

％、本土と離島及

び離島と離島を連

絡する橋にかかる

ものにあっては、

当該補助事業費の

2/3、奄美群島に

おいて行うものに

あっては、当該補

助事業費の75％）

(2) 調査計画策定に

あっては、(1)の

規定にかかわら

ず、当該補助事業

費の50％

３ 営農飲雑用水施 農村整備事業実施要綱（令 (1) 当該補助事業費 (1) 当該補助事

設整備事業 和３年４月１日付け２農振第 の50％（ただし、 業費の5 0％

４ 地域資源利活用 2736号農林水産事務次官依命 振興山村、半島振 （ただし、振

施設整備事業 通知）第６の要件に該当する 興対策実施地域、 興山村、半島

５ 集落防災安全施 もの 過疎地域、特定農 振興対策実施

設整備事業 山村地域又は指定 地域、過疎地

棚田地域において 域、特定農山

行うものにあって 村地域又は指

は、当該補助事業 定棚田地域に

費の55％、沖縄県 おいて行うも

において行うもの の にあって

にあっては、当該 は、当該補助

補助事業費の75 事業費の5 5

％、離島において ％）

行うものにあって (2) 調査計画策
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は、当該補助事業 定 にあって

費の60％、奄美群 は、(1)の規

島において行うも 定にかかわら

のにあっては、当 ず、当該補助

該補助事業費の70 事業費の50％

％）

(2) 調査計画策定に

あっては、(1)の

規定にかかわら

ず、当該補助事業

費の50％

６ 計画策定等事業 農村整備事業実施要綱（令 定額 定額

和３年４月１日付け２農振第

2736号農林水産事務次官依命

通知）第６の要件に該当する

もの

(備考１) (備考)

１～22 (略) １～22 (略)

23 令和２年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（令和３年４月１日付け２農振第 （新設）

第2922号農林水産事務次官依命通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の事業等の欄の(8)に掲げる

事業については、なお従前の例による。

（備考２） （新設）

特定市町村の区域のうち離島、半島、特別豪雪地帯、振興山村、特定農山村地域、急傾斜畑地帯及び指定棚田地域並

びに特別特定市町村の区域以外の区域内において行う事業については、令和３年度から令和８年度までの間の交付率を、

実施要綱第14の２による事業採択があった年度に応じて、それぞれ令和３年度にあっては55％、令和４年度にあっては5

5％、令和５年度にあっては54％、令和６年度にあっては53％、令和７年度にあっては52％、令和８年度にあっては51％

とする。

（備考３） （新設）

特別特定市町村の区域のうち離島、半島、特別豪雪地帯、振興山村、特定農山村地域、急傾斜畑地帯及び指定棚田地

域の区域以外の区域内において行う事業については、令和３年度から令和９年度までの間の交付率を、実施要綱第14の

２による事業採択があった年度に応じて、それぞれ令和３年度にあっては55％、令和４年度にあっては55％、令和５年

度にあっては55％、令和６年度にあっては54％、令和７年度にあっては53％、令和８年度にあっては52％、令和９年度

にあっては51％とする。
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別記様式第１号（第４関係） 

○○年度 ○○事業補助金交付申請書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年度において、下記のとおり事業を実施したいので、土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和

31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第４の規定に基づき、○○○円の交付を

申請する。 

記 

１（略） 

２ 収支予算書（別紙第１のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助、土地改良融資

事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利

用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては不要とする。） 

３ 経費の配分及び負担区分並びに事業の内容及び計画（別紙第２のとおり。ただし、土地改良施設

維持管理適正化事業補助にあっては別紙第３及び別紙第４、土地改良融資事業等指導監督のうち公

募団体が行う特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート

田んぼダム実証事業にあっては別紙第５及び別紙第６のとおり。） 

４ 事業の完了予定年月日  ○○年○○月○○日 

５ 添付書類 

（削る） 

（１）定款、寄付行為又は業務方法書等の規約 

（２）資産及び負債に関する事項を記載した書類 

（３）収支予算（収支決算）に関する事項を記載した書類 

（４）都道府県の補助金交付規程又は要綱（間接補助事業を行う場合に限る。） 

（注１）この申請書は、直接補助事業及び間接補助事業ごとに区分して、それぞれ作成すること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

（削る） 

（注２）記載事項及び添付書類が既に提出している（公募に応募した際に提出した資料、実施要綱に

基づく事業実施計画等）資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略で

きることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を

記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 

 

別記様式第１号（第３関係） 

令和  年度○○事業補助金交付申請書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に定める補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１補助事業者の区分（１）、（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１補助事業者の区分（１）、（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

 

 

都道府県知事（補助事業代表者）  氏  名 

平成  年度において、下記のとおり  を実施したいので土地改良事業関係補助金交付要綱第３

の規定に基づき、補助金   円の交付を申請する。 

 

記 

１（略） 

２ 収支予算書（別紙第１のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助にあっては別紙

第２、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復興支援対策、地理

情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては別紙第３のとおり。） 

３ 経費の配分及び事業計画の概要（別紙第４のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業

補助にあっては別紙第５及び別紙第６、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被

災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業

にあっては別紙第７及び別紙第８のとおり。） 

４ 事業の完了予定 令和 年 月 日 

５ 添付書類 

（１）都道府県又は市町村の補助金交付規程又は要綱 

（２）定款、寄付行為又は業務方法書等の規約 

（３）資産及び負債に関する事項を記載した書類 

（４）収支予算（収支決算）に関する事項を記載した書類 

 

（注）１ この申請書は、直接補助事業及び間接補助事業ごとに区分して、それぞれ作成すること。 

２ 補助金交付規程は、団体営事業及び草地畜産基盤整備事業のうち都道府県知事が認める事

業指定法人が行う事業（以下「公社営事業」という。）のみ添付すること。 

３ 全国土地改良事業団体連合会、直接補助事業を行う都道府県土地改良事業団体連合会、直

接補助事業を行う土地改良区等及び公募団体の場合にあっては５の（２）から（４）に関す

る書類を添付すること。 

４ 計画変更及び実績報告の場合にあっては、これらに変更があった場合のみ添付すること。 

５ 草地畜産基盤整備事業にあっては、都道府県の条例又は規則を添付すること。 

（新設） 
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別紙第１ 

収支予算書 

区分 事業費 
国庫 
補助金 

国庫 
補助率 

都道府 
県費 市町村費 その他 備考 

 

○○事業工事費 

△△地区 

◇◇◇地区 

☆☆☆地区 

計 

円 円 ％ 円 円 円  

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第１ 

収支予算書 

区分 事業費 
国庫 
補助金 

国庫 
補助率 

都道府 
県費 市町村費 

土地改良 
区等費 備考 

 

○○事業工事費 

△△地区 

◇◇◇地区 

☆☆☆地区 

計 

円 円 ％ 円 円 円  

（注）草地畜産基盤整備事業にあっては、「土地改良区等費」欄を、「その他」欄に読み替えるこ

と。 

予算議決（又は予算議決予定）令和 年 月 日 

別紙第２ 

収支予算書 

１ 収入の部 

区 分 本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額 備考 

 

国庫補助金 

(1)適正化事業補助金 

(2)事務費補助金 

賦課金 

(1)適正化事業賦課金 

(2)事務費賦課金 

その他 

計 

円 円 円  

２ 支出の部 

区 分 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考 

 

交付金 

事務費 

○○○○○ 

○○○○○ 

計 

円 円 円  

予算議決（又は予算議決予定）令和 年 月 日 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第２ 

経費の配分及び負担区分並びに事業の内容及び計画 

都道府県営事業の場合 

（表）（略） 

（注）（略） 

（記載要領） 

１ 費目欄には、工事費の費目の純工事費（工事の施行に直接必要な労務費、材料費、役務費、仮

設損料、土地借料等。ただし、請負施行の場合にあっては、これらの費用のほか船舶機械損料、

営繕損料及び諸経費を含む。）、測量設計費（工事の施行に必要な調査、測量、試験及び設計に

要する費用）、船舶及機械器具費（工事の施行に直接必要な機械器具、車両（乗用車を除

く。）、船舶等の購入費、借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理若しくは製作に要する費

用）、用地費及補償費（工事の施行に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施行によって損失

を受ける者に対する補償に要する費用（補償金に代えて直接施行する補償工事に要する費用を含

む。））、換地費（換地計画の作成及び換地処分に要する費用）、全体実施設計費（全体実施設

計に要する費用）、管理支援費（操作運転費、点検整備費、機械器具費、管理体制整備計画更新

別紙第３ 

収支予算書 

１ 収入の部 

区 分 本年度予算額 前年度予算額 
比較増減 

備考 
増 減 

 

国庫補助金 

そ の 他 

計 

円 円 円 円  

２ 支出の部 

区 分 本年度予算額 前年度予算額 
比較増減 

備考 
増 減 

 

 

計 

円 円 円 円  

（記載要領） 

「区分」欄には、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復

興支援対策にあっては、「(1)特定被災土地改良区復旧支援助成金」、「(2)特定被災土地改良

区復興支援対策の実施に必要な事務費」を記載し、地理情報システム高度利用推進事業にあっ

ては、補助事業者が都道府県の場合は、「国営及び国営関連事業地区における実証調査」を記

載し、補助事業者が公募団体の場合は、「施設管理の省力化・高度化を図る取組の全国展開」

を記載し、スマート田んぼダム実証事業にあっては、補助事業者が都道府県、市町村又は土地

改良区の場合は、「スマート田んぼダムの効果や課題に関する調査」を記載し、補助事業者が

公募団体の場合は、「スマート田んぼダムの実施に対する指導・助言、横展開を図る手法の検

討」を記載すること。 

別紙第４ 

経費の配分及び事業計画の概要 

都道府県営事業の場合 

（表）（略） 

（注）（略） 

（記載要領） 

１ 費目欄には、工事費の費目の純工事費（工事の施行に直接必要な労務費、材料費、役務費、仮

設損料、土地借料等。ただし、請負施行の場合にあっては、これらの費用のほか船舶機械損料、

営繕損料及び諸経費を含む。）、測量設計費（工事の施行に必要な調査、測量、試験及び設計に

要する費用）、船舶及機械器具費（工事の施行に直接必要な機械器具、車両（乗用車を除

く。）、船舶等の購入費、借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理若しくは製作に要する費

用）、用地費及補償費（工事の施行に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施行によって損失

を受ける者に対する補償に要する費用（補償金に代えて直接施行する補償工事に要する費用を含

む。））、換地費（換地計画の作成及び換地処分に要する費用）、全体実施設計費（全体実施設

計に要する費用）及び促進費（土地利用に係る調査及び調整、農用地の利用集積や高収益作物の
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（策定）費、管理体制整備推進活動費、管理体制整備強化支援費、多面的機能の発揮に対応した

費用、治水協定ダムの洪水調整機能強化等の発揮に対応した費用、管理強化計画に位置付けられ

た土地改良区等の管理施設の整備補修に要する費用、農業用ダムの洪水調節機能を付加・強化す

るための管理体制の構築等に係る取組に要する費用及び治水協定ダムの事前放流等利水を目的と

した管理の範疇を超える取組に要する費用）及び促進費（土地利用に係る調査及び調整、農用地

の利用集積や高収益作物の導入に係る指導、促進支援等に要する費用）並びに調査・調整費（土

地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）を記載し、農業基盤整備促進事業にあっ

ては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、換地費、全体実施設計費、

調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）及び経理管理・指導費

（外部監査に係る委託、指導に係る旅費等に要する費用）を記載し、農地中間管理機構関連農地

整備事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、換地費、全

体実施設計費及び推進費（基盤整備と一体的に農地中間管理機構による担い手への農地の集積・

集約化の推進に要する費用）並びに調査・調整費を記載すること。 

２～７（略） 

８ 備考欄には、当該年度の事業の着手及び完了の予定年月日並びに事業完了後の施設管理者を記

載すること。また、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税額

がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入するこ

ととし、「該当なし」の場合は、以下のうち該当する番号を合わせて記載すること。 

① 免税事業者 

② 簡易課税制度の適用を受ける者 

③ 地方公共団体の一般会計 

④ 地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人（公共法人、公益法人等）又は

人格のない社団・財団であって、当該事業年度における補助金等の特定収入割合が５％超と

なることが確実に見込まれるもの 

９（略） 

10 草地畜産基盤整備事業にあっては、次により記載すること。 

（１）～（４）（略） 

（５）工種欄には、農業競争力強化農地整備事業において行う草地畜産整備事業にあっては、農業

競争力強化農地整備事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 生畜第 1500 号・29 農振第 2605

号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙３に定める全ての事業工種を記載すること。 

 

 

 

 

11 農業競争力強化農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画作成事業に限る。）及び農

村環境計画策定事業、農地中間管理機構関連農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画

策定事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、水利施設等保全高度化事業のうち実施計画等策

定事業（施設計画策定事業に限る。）、中山間地域農業農村総合整備事業のうち実施計画等策定

事業（実施計画策定事業に限る。）並びに農村整備事業のうち計画策定等事業にあっては、「費

目」欄を「市町村名等」欄に、「工種」欄を「調査項目」欄に、本年度の「事業量」欄を「全体

調査費」欄に、本年度の「事業費」欄を「算出根拠」欄（支出科目ごとに記載すること。）にそ

れぞれ読み替えて記載し、「受益面積」欄、「総量」欄、「前年度まで」欄及び「翌年度以降」

欄の記載を要しない。 

導入に係る指導、促進支援等に要する費用、農業用ダムの洪水調節機能の発揮に係る経費）並び

に調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）を記載し、農業基盤

整備促進事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、換地

費、全体実施設計費、調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）

及び経理管理・指導費（外部監査に係る委託、指導に係る旅費等に要する費用）を記載し、農地

中間管理機構関連農地整備事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費

及補償費、換地費、全体実施設計費及び推進費（基盤整備と一体的に農地中間管理機構による担

い手への農地の集積・集約化の推進に要する費用）並びに調査・調整費を記載すること。 

 

 

 

 

 

２～７（略） 

８ 備考欄には、当該年度の工事の着手及び完了の予定年月並びに事業完了後の施設管理者を記載

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９（略） 

10 草地畜産基盤整備事業にあっては、次により記載すること。 

（１）～（４）（略） 

（５）工種欄には、農村地域復興再生基盤総合整備事業において行う草地畜産基盤整備事業にあっ

ては農村地域復興再生基盤総合整備事業実施要領（平成 25 年２月 26 日付け 24 生畜第 2233 号

・24 農振第 2171 号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙９の運用第 11 に定める全て

の事業工種並びに農業競争力強化農地整備事業において行う草地畜産整備事業にあっては、農

業競争力強化農地整備事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 生畜第 1500 号・29 農振第

2605 号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙３に定める全ての事業工種をそれぞれ記

載すること。 

11 農村地域復興再生基盤総合整備事業（農村地域復興再生基盤総合整備実施計画に限る。）、農

業競争力強化農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画作成事業に限る。）及び農村環

境計画策定事業、農地中間管理機構関連農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定

事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、水利施設等保全高度化事業のうち実施計画等策定事

業（施設計画策定事業に限る。）並びに中山間地域農業農村総合整備事業のうち実施計画等策定

事業（実施計画策定事業に限る。）にあっては、「費目」欄を「市町村名等」欄に、「工種」欄

を「調査項目」欄に、本年度の「事業量」欄を「全体調査費」欄に、本年度の「事業費」欄を

「算出根拠」欄（支出科目ごとに記載すること。）にそれぞれ読み替えて記載し、「受益面積」

欄、「総量」欄、「前年度まで」欄及び「翌年度以降」欄の記載を要しない。 
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12（略） 

団体営事業（草地畜産基盤整備事業にあっては、公社営事業）の場合 

（表）（略） 

（注）（略） 

（記載要領） 

１ 地区名の下に括弧書きで、事業主体名及び関係市町村名を記載すること。 

２ 費目欄には、工事費の費目の純工事費（工事の施行に直接必要な労務費、材料費、役務費、仮

設損料、土地借料等。ただし、請負施行の場合にあっては、これらの費用のほか船舶機械損料、

営繕損料及び諸経費を含む。）、測量設計費（工事の施行に必要な調査、測量、試験及び設計に

要する費用）、船舶及機械器具費（工事の施行に直接必要な機械器具、車両（乗用車を除

く。）、船舶等の購入費、借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理若しくは製作に要する費

用）、用地費及補償費（工事の施行に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施行によって損失

を受ける者に対する補償に要する費用（補償金に代えて直接施行する補償工事に要する費用を含

む。））、全体実施設計費（全体実施設計に要する費用）、換地費（換地計画の作成及び換地処

分に要する費用）、管理支援費（操作運転費、点検整備費、機械器具費、管理体制整備計画更新

（策定）費、管理体制整備推進活動費、管理体制整備強化支援費、多面的機能の発揮に対応した

費用、治水協定ダムの洪水調整機能強化等の発揮に対応した費用、管理強化計画に位置づけられ

た土地改良区等の管理施設の整備補修に要する費用、農業用ダムの洪水調節機能を付加・強化す

るための管理体制の構築等に係る取り組みに要する費用及び治水協定ダムの事前放流等利水を目

的とした管理の範疇を超える取組に要する費用）及び促進費（土地利用に係る調査及び調整、農

用地の利用集積や高収益作物の導入に係る指導、促進支援等に要する費用）並びに調査・調整費

（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）を記載し、農業基盤整備促進事業に

あっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、全体実施設計費、換地

費、調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）及び経理管理・指

導費（外部監査に係る委託、指導に係る旅費等に要する費用）を記載し、農地中間管理機構関連

農地整備事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、換地

費、全体実施設計費及び推進費（基盤整備と一体的に農地中間管理機構による担い手への農地の

集積・集約化の推進に要する費用）並びに調査・調整費を記載すること。 

３～６（略） 

７ 備考欄には、当該地区の受益面積、施行年度、当該年度の事業の着手及び完了の予定年月日並

びに事業の完了後の施設の予定管理者を記載するとともに、事業主体ごとに、消費税仕入控除税

額を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額

が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入することとし、「該当なし」の場合は、以下

のうち該当する番号を合わせて記載すること。 

① 免税事業者 

② 簡易課税制度の適用を受ける者 

③ 地方公共団体の一般会計 

④ 地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人（公共法人、公益法人等）又は

人格のない社団・財団であって、当該事業年度における補助金等の特定収入割合が５％超と

なることが確実に見込まれるもの 

８（略） 

 

 

12（略） 

団体営事業（草地畜産基盤整備事業にあっては、公社営事業）の場合 

（表）（略） 

（注）（略） 

（記載要領） 

１ 地区名の下に括弧書きで、事業主体名及び関係市町村名を記載すること。 

２ 費目欄には、工事費の費目の純工事費（工事の施行に直接必要な労務費、材料費、役務費、仮

設損料、土地借料等。ただし、請負施行の場合にあっては、これらの費用のほか船舶機械損料、

営繕損料及び諸経費を含む。）、測量設計費（工事の施行に必要な調査、測量、試験及び設計に

要する費用）、船舶及機械器具費（工事の施行に直接必要な機械器具、車両（乗用車を除

く。）、船舶等の購入費、借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理若しくは製作に要する費

用）、用地費及補償費（工事の施行に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施行によって損失

を受ける者に対する補償に要する費用（補償金に代えて直接施行する補償工事に要する費用を含

む。））、全体実施設計費（全体実施設計に要する費用）、換地費（換地計画の作成及び換地処

分に要する費用）及び促進費（土地利用に係る調査及び調整、農用地の利用集積や高収益作物の

導入に係る指導、促進支援等に要する費用、農業用ダムの洪水調節機能の発揮に係る経費）並び

に調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）を記載し、農業基盤

整備促進事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及補償費、全体実

施設計費、換地費、調査・調整費（土地利用、基盤整備等に係る調査及び調整に要する費用）及

び経理管理・指導費（外部監査に係る委託、指導に係る旅費等に要する費用）を記載し、農地中

間管理機構関連農地整備事業にあっては、純工事費、測量設計費、船舶及機械器具費、用地費及

補償費、換地費、全体実施設計費及び推進費（基盤整備と一体的に農地中間管理機構による担い

手への農地の集積・集約化の推進に要する費用）並びに調査・調整費を記載すること。 

 

 

 

 

 

３～６（略） 

７ 備考欄には、当該地区の受益面積、施行年度、当該年度の工事の着手及び完了の予定年月並び

に事業の完了後の施設の予定管理者を記載するとともに、事業主体ごとに、消費税仕入控除税額

を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が

明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

８（略） 
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９ 土地改良融資事業等指導監督費については、別表の事業等欄の（７）の土地改良融資事業等指

導監督の採択基準等欄に掲げる事業等ごとに事業名欄及び、本年度の事業費、国庫補助金、国庫

補助率及び国庫補助金以外の財源の各欄に記載するとともに次により記載すること。 

 

（１）都道府県土地改良事業団体連合会が行う土地改良区体制強化事業のうち施設・財務管理強化

対策の場合は本年度の事業量欄に管理運営体制強化委員会開催回数、管理専門指導員設置員

数、指導予定地区数、事務連合早期設立支援モデル地区数、市町村単位での合併モデル地区数

及び協議会開催回数を記載すること。（指導予定地区数については、土地改良施設の診断・管

理指導、複式簿記会計に関する巡回指導のそれぞれについて記載すること。） 

（２）～（５）（略） 

10（略） 

11 草地畜産基盤整備事業にあっては、次により記載すること。 

（１）～（４）（略） 

（５）工種欄には、農業競争力強化農地整備事業において行う草地畜産整備事業にあっては、農業

競争力強化農地整備事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 畜第 1500 号・29 農振第 2605

号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙３に定める全ての事業工種を記載すること。 

 

 

 

 

12 農業競争力強化農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農

村環境計画策定事業、農地中間管理機構関連農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画

策定事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、水利施設等保全高度化事業のうち実施計画等策

定事業（施設計画策定事業に限る。）、中山間地域農業農村総合整備事業のうち実施計画等策定

事業（実施計画策定事業に限る。）並びに農村整備事業のうち計画策定等事業にあっては、「費

目」欄を「市町村名等」欄に、「工種」欄を「調査項目」欄に、本年度の「事業量」欄を「全体

調査費」欄に、本年度の「事業費」欄を「算出根拠」欄（支出科目ごとに記載すること。）にそ

れぞれ読み替えて記載し、「受益面積」欄、「総量」欄、「前年度まで」欄及び「翌年度以降」

欄の記載を要しない。 

13～15（略） 

別紙第３～第６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 土地改良融資事業等指導監督費については、別表（第２の表）の事業等欄の（７）の土地改良

融資事業等指導監督の採択基準等欄に掲げる事業等ごとに事業名欄及び、本年度の事業費、国庫

補助金、国庫補助率及び国庫補助金以外の財源の各欄に記載するとともに次により記載するこ

と。 

（１）都道府県土地改良事業団体連合会が行う土地改良区体制強化事業のうち施設・財務管理強化

対策の場合は本年度の事業量欄に管理運営体制強化委員会開催回数、管理専門指導員設置員数

及び指導予定地区数を記載すること。（指導予定地区数については、土地改良施設の診断・管

理指導、複式簿記会計に関する巡回指導のそれぞれについて記載すること。） 

 

（２）～（５）（略） 

10（略） 

11 草地畜産基盤整備事業にあっては、次により記載すること。 

（１）～（４）（略） 

（５）工種欄には、農村地域復興再生基盤総合整備事業において行う草地畜産基盤整備事業にあっ

ては、農村地域復興再生基盤総合整備事業実施要領（平成 25 年２月 26 日付け 24 生畜第 2233

号・24 農振第 2171 号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙９の運用第 11 に定める全

ての事業工種並びに農業競争力強化農地整備事業において行う草地畜産整備事業にあっては、

農業競争力強化農地整備事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 畜第 1500 号・29 農振第

2605 号農林水産省生産局長、農村振興局長通知）別紙３に定める全ての事業工種をそれぞれ記

載すること。 

12 農村地域復興再生基盤総合整備事業（農村地域復興再生基盤総合整備実施計画に限る。）、農

業競争力強化農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定事業に限る。）及び農村環

境計画策定事業、農地中間管理機構関連農地整備事業のうち実施計画等策定事業（実施計画策定

事業に限る。）及び農村環境計画策定事業、水利施設等保全高度化事業のうち実施計画等策定事

業（施設計画策定事業に限る。）並びに中山間地域農業農村総合整備事業のうち実施計画等策定

事業（実施計画策定事業に限る。）にあっては、「費目」欄を「市町村名等」欄に、「工種」欄

を「調査項目」欄に、本年度の「事業量」欄を「全体調査費」欄に、本年度の「事業費」欄を

「算出根拠」欄（支出科目ごとに記載すること。）にそれぞれ読み替えて記載し、「受益面積」

欄、「総量」欄、「前年度まで」欄及び「翌年度以降」欄の記載を要しない。 

13～15（略） 

別紙第５～第８（略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２号（第６関係） 

令和  年度○○事業補助金変更等承認申請書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

都道府県知事（補助事業代表者）  氏  名 

令和  年  月  日付け  第  号をもって補助金の交付決定通知のあった事業の実施につ

いて、下記のとおり○○（注１）したいので、土地改良事業関係補助金交付要綱第６の規定に基づき

申請する。 

記（注２） 

（注１）○○については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」、廃止の場合は「廃止」と

する。 

（注２）記の記載要領は、別記様式第１号の記の様式に準ずるものとする。この場合において、同様

式中「事業の目的」を「変更の理由」（中止の場合は「中止の理由」、廃止の場合は「廃止の

理由」）と置き換え、補助金の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分と変更後

（中止の場合は中止後、廃止の場合は廃止後）の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対

照できるように変更部分を二段書きとし、変更前（中止又は廃止前）を括弧書で上段に記載す

ること。 

なお、添付書類については、交付申請書に添付したもののうち、変更があったものに限り添

付すること。（申請時以降変更のない場合は省略できる。） 
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別記様式第２号（第８、第 25 関係） 

契約に係る指名停止等に関する申立書 

番 号 

年月日 

〔 （間接）補助事業者 〕 殿 

所  在  地 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行地域について、現

在、農林水産省の機関から○○契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。 

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立

てません。 

（注１）（略） 

（注２）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部

局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。 

ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局を含む。 

（注３）（略） 

（注４）間接補助事業者に対する申立ての場合であって、補助事業者である地方公共団体が本様式と

同趣旨の申立書を徴すること求めている場合は、本様式を改変して当該申立書と一体のものと

して徴することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３号（第８関係） 

契約に係る指名停止等に関する申立書 

番 号 

年月日 

〔 補助事業者 〕 殿 

所  在  地 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域について、現在、農林水

産省の機関から○○契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。 

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し

立てません。 

（注１）（略） 

（注２）農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術

会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。 

ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局を含む。 

（注３）（略） 

（新設） 
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別記様式第３号（第 10 関係） 

○○年度 ○○事業補助金変更等承認申請書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、下記のと

おり○○（注１）したいので、土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第

3966 号農林事務次官依命通知）第 10 の規定に基づき申請する。 

記（注２） 

（注１）○○については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」、廃止の場合は 「廃止」

とする。 

（注２）記の記載要領は、別記様式第１号の記の様式に準ずるものとする。この場合において、同様

式中「事業の目的」を「変更の理由」（中止の場合は「中止の理由」、廃止の場合は「廃止の

理由」）と置き換え、補助金の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分と変更後

（中止の場合は中止後、廃止の場合は廃止後）の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対

照できるように変更部分を二段書きとし、変更前（中止又は廃止前）を括弧書で上段に記載す

ること。 

なお、添付書類については、交付申請書に添付したもののうち、変更があったものに限り添

付すること。（申請時以降変更のない場合は省略できる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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別記様式第４号（第 12 関係） 

○○年度 ○○事業費補助金遅延届出書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、下記の理

由により（予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった（注１））ため、土地改良事業関係補助

金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第 12 の規定に基づき

届け出ます。 

記 

１ 補助事業が（予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった（注１））理由 

２ 補助事業の遂行状況 

区 分 総事業費 

事業の遂行状況 

備考 

○○年○月○日 

までに完了したもの 

○○年○月○日 

以降に完了するもの 

事業費 
出来高 

比 率 
事業費 

事 業 完 了 

予定年月日 

 円 円 ％ 円   

合 計       

（記載要領） 

１ 括弧内は、該当するものを記載すること。 

２ 「区分」の欄には、別記様式第１号別紙第１の「区分」の欄に記載された事項について記載

すること。ただし、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復

興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては

別紙第５の「区分」の欄に記載された事項について記載すること。 

３ 補助事業の遂行状況は、届出時点において確認されている直近の遂行状況を記載することと

し、「○○年○月○日以降に完了するもの」欄は、完了時期を延期して事業を継続したい場合

のみ記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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別記様式第５号（第 13 関係） 

○○年度 ○○事業補助金事業遂行状況報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、土地改良

事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第 13 の

規定に基づき、下記のとおり事業遂行状況を報告する。（※土地改良施設維持管理適正化事業にあっ

ては別紙第７、その他の事業にあっては別紙第８のとおり。） 

記 

（削る） 

 

 

（削る） 

（削る） 

別紙第７ 

（削る） 

１ 収支の状況 

（１）収入の部     （２）支出の部 

（表）（略）      （表）（略） 

（削る） 

２ 事業別状況 

（表）（略） 

（注）（削る） 

 

（削る） 

事業費の欄には資金造成と事務費を区分し、資金造成については、資金造成額を記載するこ

と。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第４号（第 12 関係） 

○○年度○○事業補助金遂行状況報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

 

 

都道府県知事（補助事業代表者）  氏  名 

令和  年  月  日付け  第  号をもって補助金の交付決定通知のあった事業の遂行状況

について、土地改良事業関係補助金交付要綱第 12 の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

１ 事業遂行状況（別紙第９のとおり。ただし、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う

特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実

証事業にあっては別紙第 10 のとおり。） 

２ 事業着手  令和  年  月  日 

３ 事業完了予定  令和  年  月  日 

別紙第９ 

事業等遂行状況 

１ 収支の状況 

（１）収入の部     （２）支出の部 

（表）（略）      （表）（略） 

（注）間接補助事業については、事業一本にし、地区名欄に総地区数を記入すること。 

２ 事業別状況 

（表）（略） 

（注）１ 都道府県営事業については、備考欄に事業着手年月日及び事業完了予定年月日を記載する

こと。 

２ 間接費補助事業については、事業一本にし、地区名欄に地区数を記入すること。 

３ 事業費の欄には施設整備工事等の出来高を金額に換算した額を記載すること。ただし、土

地改良施設維持管理適正化事業にあっては、資金造成と事務費を区分し、資金造成について

は、資金造成額を記載すること。 

４ 不発弾等事前探査及び土地改良融資事業等指導監督費については、別紙第４に準じて記載

すること。 
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別紙第８ 

（削る） 

区 分 総事業費 

事業の遂行状況 

備考 

○○年 12 月 31 日 

までに完了したもの 

○○年１月１日 

以降に完了するもの 

事業費 
出来高 

比 率 
事業費 

事 業 完 了 

予定年月日 

 円 円 ％ 円   

合 計       

（記載要領） 

１ 「区分」の欄には、別記様式第１号別紙第１の「区分」の欄に記載された事項について記載

すること。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業にあっては別紙第３の「費目」の欄に記

載された事項について記載することとし、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う

特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダ

ム実証事業にあっては別紙第５の「区分」の欄に記載された事項について記載すること。 

２ 「事業費」の欄には、事業の出来高（助成金の支払金額、施設整備工事の出来高を金額に換

算した額等）を金額に換算した額を記載すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 10 

事業等遂行状況 

区 分 総事業費 

事業の遂行状況 

備考 

○年○月○日までに 

完了したもの 

○年○月○日以降に 

完了するもの 

事業費 
出来高 

比 率 
事業費 

事 業 完 了 

予定年月日 

 

 

 

 

計 

円 円 ％ 円   

（記載要領） 

（新設） 

 

 

 

 

１ 「事業費」の欄には、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改

良区復興支援対策にあっては、助成金の支払金額を記載し、地理情報システム高度利用推進

事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては、事業の出来高を記載すること。 

２ 「区分」欄には、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区

復興支援対策にあっては、「(1)特定被災土地改良区復旧支援助成金」、「(2)特定被災土地

改良区復興支援対策の実施に必要な事務費」を記載し、地理情報システム高度利用推進事業

にあっては、補助事業者が都道府県の場合は、「国営及び国営関連事業地区における実証調

査に必要な経費」を記載し、補助事業者が公募団体の場合は、「施設管理の省力化・高度化

を図る取組の全国展開に必要な経費」を記載し、スマート田んぼダム実証事業にあっては、

補助事業者が都道府県、市町村又は土地改良区の場合は、「スマート田んぼダムの効果や課

題に関する調査」を記載し、補助事業者が公募団体の場合は、「スマート田んぼダムの実施

に対する指導・助言、横展開を図る手法の検討」を記載すること。 
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別記様式第６号（第 14 関係） 

○○年度_○○事業補助金概算払請求書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

官署支出官 ○○ 殿 

（第 14 に定める官署支出官名を記入） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定の通知のあった事業について、土地改

良事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第 14

の規定に基づき、概算払の請求をしたいので、下記により金○○○円を概算払によって交付されたく

請求する。 

また、併せて、○○年○○月○○日現在における遂行状況を下記のとおり報告する。 

記 

区 分 
総 事

業費 

国 庫

補 助

金 

（A） 

既受領額 

（B） 

遂行

状況

報告 

今回請求額 

（C） 

残額 

（A）-（（B）+

（C）） 
事 業

完 了

予 定

年 月

日 

備考 

金額 
出 来

高 

○ 月

○ 日

現 在

の 出

来高 

金額 

○ 月

○ 日

現 在

の 予

定 出

来高 

金額 

○ 月

○ 日

ま で

の 予

定 出

来高 

 円 円 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％   

合 計            

（記載要領） 

１ 下線部は、第 13 第１項ただし書による場合のみ記載することとし、記載しない場合は表中

の遂行状況報告欄は空欄とすること。 

２ 「区分」の欄には、別記様式第１号別紙第１の「区分」の欄に記載された事項について記載

すること。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業にあっては別紙第３の「費目」の欄に記

載された事項について記載することとし、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う

特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダ

ム実証事業にあっては別紙第５の「区分」の欄に記載された事項について記載すること。 

 

（新設） 
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別記様式第７号（第 15 第１項関係） 

○○年度 ○○事業補助金実績報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、交付決定

通知の内容に従い実施したので、土地改良事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地

第 3966 号農林事務次官依命通知）第 15 第１項の規定に基づき、その実績を報告する。 

（また、併せて精算額として○○○○○○○補助金○○○円の交付を請求する。（注２）） 

記 

１（略） 

２ 収支精算書（別紙第９のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業にあっては別紙第

10、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復興支援対策、地理情

報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては別紙第 11 のとおり。） 

 

３ 経費の配分及び負担区分並びに事業の内容及び実績（別紙第２のとおり。ただし、土地改良施設

維持管理適正化事業にあっては別紙第３及び別紙第４、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団

体が行う特定被災土地改良区復興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田ん

ぼダム実証事業にあっては別紙第５及び別紙第６のとおり。なお、いずれの事業においても、残存

物件又は取得財産があるときは、別紙第 12 又は別紙第 13 を添付すること。） 

 

 

 

 

４ 事業の完了年月日   ○○年○○月○○日 

 

（削る） 

 

５ 添付書類 

 

 

（注１）この実績報告書は、当該報告に係る補助金交付申請書ごとに作成すること。 

（注２）括弧内は、実績報告と同時に補助金の交付を請求する場合に記載すること。 

（注３）別紙第２は、交付決定額を上段に括弧書きで記載すること。 

（注４）間接補助事業者に対し間接補助金を交付している場合にあっては、別紙２の備考欄に、間接

補助金の交付を完了した年月日を記載すること。 

 

別記様式第５号（第 13 第１項関係） 

令和  年度○○事業補助金実績報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

 

 

都道府県知事（補助事業代表者）  氏  名 

令和  年  月  日付け  第  号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、

下記のとおり事業を実施したので、土地改良事業関係補助金交付要綱第 13 第１項の規定に基づき報

告する。 

なお、あわせて精算額   円の交付を申請する。 

記 

１（略） 

２ 収支精算書（別紙第 11 及び別紙第 12 のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助

にあっては別紙第 13、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復興

支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては別紙第

14 のとおり。） 

３ 補助事業の成果（直接補助事業にあっては、別紙第４、別紙第 15、別紙第 16 及び別紙第 17（土

地改良施設維持管理適正化事業にあっては別紙第５及び別紙第６、土地改良融資事業等指導監督の

うち公募団体が行う特定被災土地改良区復興支援対策にあっては別紙第７及び別紙第８、地理情報

システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては別紙第７、別紙第８及び別

紙第 17）、間接補助事業にあっては、別紙第４、別紙第 15、別紙第 16 及び別紙第 17（国営造成施

設管理体制整備促進事業補助にあっては別紙第４及び別紙第 17）を添付すること。） 

（注）１ 前年度から繰り越した分にあっては繰越分として、別に作成のうえ提出する。 

２ 記の２の事業の成果は申請書と実績報告の経費の配分及び事業計画の概要が比較対照でき

るよう申請書を括弧書きで二段書にすること。 

４ 事業の完了年月日   令和  年  月  日 （間接補助金の交付完了年月日 令和  年 

 月  日） 

（注）間接補助金を交付している場合にあっては、事業の完了年月日に加え、間接補助金の交付完了

年月日を（ ）書きで記載すること。 

５ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿の写し又

は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。また、このほか、補助金交付申請書又は変更承認

申請書に添付したものから変更があったものについては、必要書類を添付すること。 
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（注５）添付書類については、支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補助金調書の

写しを添付し、経費以外のものは、補助金交付申請書又は変更等承認申請書に添付したものの

うち、変更があったものに限り添付すること。（経費以外のものについては、申請時以降変更

のない場合は省略できる。） 

別紙第９ 

収支精算書 

区分 事業費 
国庫 
補助金 

国庫 
補助率 

都道府 
県費 市町村費 その他 備考 

 

○○事業工事費 

△△地区 

◇◇◇地区 

☆☆☆地区 

計 

円 円 ％ 円 円 円  

（注）（略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 10・別紙第 11（略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 11 

収支精算書 

区分 事業費 
国庫 
補助金 

国庫 
補助率 

都道府 
県費 市町村費 

土地改良 
区等費 備考 

 

○○事業工事費 

△△地区 

◇◇◇地区 

☆☆☆地区 

計 

円 円 ％ 円 円 円  

（注）（略） 

別紙第 12 

国庫補助金精算 

区分 
補 助 金 
交付決定額 

精算事業費 
総   額 

国 庫 
補助率 

精算国庫 
補助金額 

概算払 
受領総額 

差引国庫補助金 
未受領（返還）額 備考 

都道府県営 

事業費 

団体営 

（公社営） 

事業費 

円 円 ％ 円 円 円  

別紙第 13・別紙第 14（略） 

別紙第 15 

地区別検査調書 

（都道府県営事業の場合） 

地区名 費目 区分 事業量 事業費 

着工年月日 竣工検査 

備考 
 (竣工年月日) 検査年月日 

検査責任者 
職氏名 

 工事費        

       

計     

測量設計費        

計     
用地費及 
補償費 

       

計     

○○費        

計     

合  計     
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別紙第 12 

残存物件調書 

地区名 品目 計上寸法 数量 単価 金額 検収又は取得年月日 備考 

    円 円   

（注）（略） 

別紙第 13 

財産管管理台帳（適正化法施行令第 13 条第１号から第３号までの財産並びに交付要綱第 20 及び第

25 の財産） 

（表）（略） 

（注）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 請負契約書に基づき一契約書ごとに記載すること。 

２ 用地買収費、補償費ごとに金額の合計を記載すること。 

（団体営（草地畜産基盤整備事業にあっては、公社営事業）事業の場合） 

地区名 事業主体名 
実績報告書 
受理年月日 

検査年月日 
（確認年月日） 

検査員氏名 
（確認者氏名） 備考 

      

      

      

      

      

別紙第 16 

残材量直営調書 

地区名 名称 計上寸法 数量 単価 金額 検収又は取得 年 月 日 備考 

    円 円   

（注）（略） 

別紙第 17 

財産管管理台帳（令第 13 条第１号から３号までの財産、要綱第 17 の財産） 

 

（表）（略） 

（注）（略） 
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別記様式第８号（第 15 第２項関係） 

○○年度_○○事業補助金年度終了実績報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記１に掲げる補助事業者の区分に応じた提出先。 

ただし、別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては農林水産大臣） 殿 

 （別記１の補助事業者の区分（１）及び（２）にあっては（国土交通省北海道開発局長 経由）） 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、土地改良

事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第 15 第

２項の規定に基づき、実績を下記のとおり報告する。 

記 

補助事業の実施状況 

区 分 

交付決定の内容 年度内実績 翌年度実施 

完 了

予 定

年 月

日 

補助事

業に要

する経

費

（A） 

国 庫

補 助

金 

（A）の

う ち 年

度 内 支

出済額 

概 算

払 受

入 済

額 

（A）の

う ち 未

支出額 

翌年度

繰越額 

 円 円 円 円 円 円  

合 計       

（注１）本様式は、年度内に補助事業が完了しなかった場合に提出するものとする（翌年度繰越を行

った場合のほか、国庫債務負担行為にかかる場合や、補助金額全額を概算払で受入済だが予期

せぬ事故により結果として年度内に完了しなかった場合を含む。） 

（注２）「区分」の欄には、別記様式第１号別紙第１の「区分」の欄に記載された事項について記載

すること。ただし、土地改良融資事業等指導監督のうち公募団体が行う特定被災土地改良区復

興支援対策、地理情報システム高度利用推進事業及びスマート田んぼダム実証事業にあっては

別紙第５の「区分」の欄に記載された事項について記載すること。 

（注３）交付決定の内容欄は、年度内に軽微な変更を行っている場合は、軽微な変更後の金額による

ものとし、軽微な変更前の金額を上段括弧で記載すること。 

（注４）繰越に際し、交付決定に係る補助事業を年度内完了に係るものと繰越に係るものに分割した

場合は、区分して記載すること。 

 

 

 

（新設） 
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別記様式第９号（第 15 第５項関係） 

○○年度_○○事業補助金の消費税仕入控除税額報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記２に掲げる補助事業者の区分に応じた決定者等） 殿 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

○○年○月○日付け○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、土地改良

事業関係補助金交付要綱（昭和 31 年８月 13 日付け 31 農地第 3966 号農林事務次官依命通知）第 15 第

５項の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

記 

１ 適正化法第 15 条の補助金の額の確定額               金        円 

  （○○年○月○日付け○○第○○号による額の確定通知額） 

２・３（略） 

４ 補助金返還相当額（３－２）                             金        円 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。（補助事業に要した経費に係る消費税

及び地方消費税相当額の全額について、補助金相当額を補助金の額から減額する場合は、

（３）の資料を除き添付不要。） 

なお、補助事業者が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。 

（１）消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

（２）付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

（３）３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も

併せて提出すること） 

（４）補助事業者が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収

入の割合を確認できる資料 

５・６（略） 

（注）（略） 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得

税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認で

きる資料 

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始

日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者である

ことを確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書

（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・補助事業者が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収

入の割合を確認できる資料 

 

 

 

別記様式第６号（第 13 第４項関係） 

令和  年度○○事業補助金の消費税仕入控除税額報告書 

番 号 

年月日 

○○農政局長（別記２に定める補助事業者の区分に応じた決定者等） 殿 

 

 

都道府県知事（補助事業代表者）  氏  名 

令和  年  月  日付け  第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった事業につい

て、土地改良事業関係補助金交付要綱第 13 第 4 項の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

１ 適正化法第 15 条の補助金の額の確定額               金        円 

（平成  年  月  日付け  第  号による額の確定通知額） 

２・３（略） 

４ 補助金返還相当額（３－２）                    金        円 

（注）記載内容確認のため、以下の資料を添付すること。なお、補助事業者が法人格を有しない

組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。 

 

 

① 消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

② 付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」の写し 

③ ３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる書

類を併せて提出すること） 

④ 補助事業者が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特

定収入の割合を確認できる書類 

５・６（略） 

（注）（略） 

① 免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業主の場合は所

得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認

できる資料 

② 新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始

日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者である

ことを確認できる資料 

③ 簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業年度における消費税確定申告書  

（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

④ 補助事業者が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定

収入の割合を確認できる資料 
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別記様式第 10 号（第 23 関係） 

○○年度 

農林水産省所管 

○○補助金調書 

（表）（略） 

記載要領（略） 

 

 

（削る） 

 

 

 

別記様式第７号（第 19 関係） 

令和○○年度 

農林水産省所管 

○○補助金調書 

（表）（略） 

記載要領（略） 

 

 

別記様式第８号（第 20 関係） 

令和  年度補助金等支出明細書 

１．補助金等の名称  

２．補助の目的及び内容  

 （１）目的  

 （２）具体的内容  

３．交付先の法人の名称  

４．交付実績額 千円（Ａ） 

５．補助金等における管理費 

 

（１）人件費 千円 

（２）一般管理費 千円 

（３）その他管理費  

 

内  容 金  額 

 千円 

 千円 

合  計 千円 

合  計  

６．外部への支出 

 

（１）外部に再補助等されているものに関する支出  

 

支出内容 支出先 金  額 

  千円 

  千円 

  千円 

  千円 

合 計  千円（Ｂ） 

（２）（１）以外の支出 

 

支出内容 支出先 金  額 

  千円 

  千円 
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千円 

合 計 千円 

７．その他 

内 容 金 額 

千円 

千円 

千円 

合 計 千円 

８．再補助等の割合 ％（Ｂ/Ａ） 

（注） 

１．｢５．補助金等における管理費｣について、｢(１)人件費｣には、当該補助金等の事業に携わる

当該法人の職員等の人件費を、｢(２)一般管理費｣には、当該補助金等の事業について見込まれ

る一般管理費(賃借料、光熱水料費、租税公課等)を記入する。なお、前二者に該当しない当該

補助金等に係る管理費がある場合には、｢(３)その他の管理費｣に、内容を明らかにした上で、

その金額を記入する。 

２．｢６．外部への支出｣については、当該補助金等の目的たる事業に関し外部に支出されるもの

について、｢(１)外部に再補助等されているものに関する支出｣及び｢(２)(１)以外の支出｣に分

類し、支出内容、支出先を明らかにした上で、その金額を記入する。  

 ｢外部に再補助等されているものに関する支出｣とは、①当該法人から第三者に交付されてい

る補助金、助成金、利子補給金等、②補助金等の交付目的たる事業の主たる部分について、第

三者が業務を担うものとする。 

なお、｢補助金等の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの｣に該

当しないため、｢(２)(１)以外の支出｣に該当すると考えられる例は以下のとおりである。ただ

し、これらについても、当該業務の発注や手配等を第三者に代行させ、当該法人から直接支出

していない場合、あるいは当該補助金等の交付目的との関係によっては、｢(２)(１)以外の支

出｣に該当しない場合もある。 

＜｢(２) (１)以外の支出｣の具体例＞ 

旅費、郵送費及び通信費、調査委員会委員への謝金、調査研究事業における報告書印刷費、会

場借料、文献収集費、翻訳料／通訳料

３．｢６．外部への支出｣における｢支出先｣は、会社等の具体的名称を記入するのではなく、食品

製造会社、建設会社、農協、都道府県等、当該会社等の所属業界がわかるよう記入する。 

４．｢７．その他｣については、｢５．補助金等における管理費｣、｢６．外部への支出｣に該当しな

いその他の経費について、内容を明らかにした上で、その金額を記入する。 

５．｢８．再補助等の割合｣については、｢４．交付実績額｣に対する｢６．(１)外部に再補助等さ

れているものに関する支出｣の割合により計算する。 

附 則 

この通知は、令和３年４月１日から施行する。
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